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午前10時０分開議 

 

開          議 

○議長（中村進一） ただいまから本日の会議を開きます。 

 

質          問 

○議長（中村進一） 日程第１、県政に対する質問を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。47番 前野和美議員。 

   〔47番 前野和美議員登壇・拍手〕 

○47番（前野和美） おはようございます。津市選出の前野和美でございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、質問に入らせていただきたいと思い

ます。 

 その前に、知事、大変御苦労さまでございました。アメリカのニューヨー

クで、ジェトロ主催の経済セミナーに御参加をされるということで、私の質

問がちょっと延びたんですけれども、今日こうしてさせていただくことにな

りましたので、御苦労さまでございました。 

 安倍総理も向こうに行かれているようで、政府専用機で一緒に行かれるの

かなと楽しみにしておりましたんですが、なかなかそれはかなわなかったよ

うでございまして、一緒に行かれていたらまた大きなニュースになったのか

なと、楽しみにして映像を見ていたんですが、そうでもなかったようでござ
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いますが、また、明日その成果は発表されるということでございますので、

今日はそのことについては触れないで、とにかく無事に帰られたことをお喜

び申し上げたいと思います。 

 それでは、まず、通告させていただきました１点目の三重県生活衛生指導

センターの役割と活動についてということで質問をさせていただきたいと思

います。 

 県民の日常生活に密接に関係のある生活衛生関係営業について、厚生労働

省が所管をする生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律とい

う、少し長い名前の法律があります。 

 法律上18の営業、業種があり、これらの営業に対して主として指導監督の

ために保健所への届出が義務づけられており、その保健所の指導監督のもと

にあります。一方で、この18の生活衛生関係営業については、それぞれの組

合が各県に業種ごとに一つに限って、生活衛生同業組合、いわゆる生衛組合

の設置が認められております。 

 三重県では、13業種がそれぞれ生活衛生同業組合を設置して、国民、県民

の日常生活に不可欠なサービスを提供していただいております。 

 その会員ですが、（パネルを示す）これが生衛組合をつくっていただいて

います組織でございまして、まず、床屋やパーマ屋、それから、公衆浴場、

ホテル、旅館、クリーニング、社交飲食店、それから飲食店、料理店、すし

店、喫茶店、麺類店、興行場、食肉販売店等、県民の皆さんの日ごろの生活

に密接にかかわるお店、営業でございます。 

 また、その経営状態が悪くなりますと、ややもすると衛生面、安全面にお

ける事故が起きて、食中毒をはじめ、県民生活に悪影響が生じる懸念がある

ため、その経営の安定、振興を図るため、日本政策金融公庫による生活衛生

関係営業者向けの融資制度などが設けられているところでございます。 

 こうした生活衛生関係営業、いわゆる生衛業に対して、保健所業務を補完

する形で、生衛業者に対して、衛生管理セミナーをはじめ、環境対策、食材

の不適切表示問題、バリアフリー研修等々を行っているのが公益財団法人三
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重県生活衛生営業指導センターであります。 

 県のクリーニング師研修の受託機関にもなっておりまして、指導センター

では、生衛業者が日本政策金融公庫の融資を受ける際には事前に融資相談に

乗ったり、中小企業診断士による経営相談をしたりして、経営相談にも応じ

ております。 

 指導センターではこの組合を通じて各事業者のサポートを行っており、平

成25年12月には、三重県知事と13業種の生衛組合、そして指導センターの間

で大規模災害時の帰宅困難者支援の協定締結が行われましたが、これも指導

センターのイニシアチブによるものと聞いております。 

 それで、このような表示があります。（パネルを示す）このような表示は

各お店に掲げられておりまして、わずかでも県民の役に立とうと生衛業の皆

さん方が努力をされている姿が、こういう形で表示されております。 

 三重県は、各方面からたくさんの観光客が来ていただく観光立県でもあり

ます。来県者に対するおもてなしの心と同じく、安全・安心なサービスの提

供は生衛業に携わる皆さんの不断の努力により培われ、絶対な信頼となって

築き上げられた結果、それが美し国と言われるゆえんでもあります。 

 来年は、世界の主要国が参加する伊勢志摩サミットが開催されます。世界

に日本を売り出すためにも、安全・安心の警備も重要でありますが、何より

も、古来より、山の幸や海の幸、魚、野菜が魅力で、みけつ国として知られ

てきました。今なお食文化に信頼を得てきておりますのも、指導センターを

中心に生衛業の皆さん方の努力の結果だとも言えると思います。 

 また、この指導センターは各県に一つ設置をされていますが、全国でも三

重県の指導センターの取組は高く評価をされておるやに聞いておりますが、

毎年の予算削減で、もはやその活動も、限界状態であるとも伺っております。 

 それで質問させていただきますが、１番目として、県当局はこの三重県生

活衛生営業指導センターの必要性と役割をどのように受けとめておられるの

か、確認をさせていただきたいと思います。 

 二つ目としまして、三重県生活衛生営業指導センターが設立をされる際の
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財源の内訳となった根拠、これを教えていただければと思います。 

 以上２点についてお尋ねをいたしますので、よろしくお願いします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 公益財団法人三重県生活衛生営業指導センターは、伊勢

志摩サミットにおいても協力を求めることになるので、その必要性と役割と

いうことについて私のほうから答弁させていただきます。 

 三重県生活衛生営業指導センターは、設立以来、県内の旅館業や飲食店営

業をはじめ、理容業、美容業、公衆浴場業等の生活衛生関係営業の経営や融

資の相談を行うなど、県民の日常生活に極めて深い関係のあるそれらの衛生

水準の維持向上に関し、大変重要な役割を担っていただいているところであ

ります。 

 また、サミット開催に向けまして、同センターは伊勢志摩サミット三重県

民会議の会員として新たに御参画いただくこととなり、旅館業や飲食店営業

などの衛生水準の維持向上や安全で安心なサービスの提供について、一層の

取組を進めていただけるものと考えております。 

 さらに、同センターには、旅館業や飲食店営業をはじめ、理容業、美容業、

公衆浴場業等の幅広い生活衛生関係営業の皆様方と一体となって、県内全域

でサミットを盛り上げていただくとともに、サミット後においてもこの経験

を生かし、レベルアップしたサービスを提供することで、三重ならではのお

もてなしを国内外に発信し誘客につなげるなど、一過性に終わらない取組を

していただけるものと大いに期待しております。 

 また、この生衛業の皆さん方は本当に、地域においてそれぞれ、いろんな

地域のお祭りとか、あるいは地域の振興に大変、重要に深くかかわっていた

だいている方々が多い皆さんですので、そういう皆さんの経営が傾いていっ

たりすると、地域の担い手が失われていく、そういうことにもなろうかと思

いますので、私としましては、県としましても大変、地域を支える重要な事

業者の皆さんだという認識でありますので、これからもしっかり意見交換を

しながら支援してまいりたいと思います。 
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   〔伊藤 隆健康福祉部長登壇〕 

○健康福祉部長（伊藤 隆） 設立の経緯ということで御質問をいただきまし

た。 

 設立の経緯につきましては必ずしも、収入の部分とか、明らかになってい

ない部分もございますけれども、先ほどもございますように、生活衛生関係

営業の健全化とか振興を通じまして、衛生水準の維持向上、利用者、あるい

は消費者の利益の擁護を図るということで、県のほうも40％出資をさせてい

ただきまして、収入のほうですけれども、設立目的でございます相談指導等

の事業と、それに対する、国、県を通じてでございますけれども、補助、こ

れは経営指導員の人件費、それから事業費でございますけれども、その収入

を中心として運営されるということで設立されたというふうに認識している

ところでございます。 

   〔47番 前野和美議員登壇〕 

○47番（前野和美） 御答弁をいただきました。 

 十分、知事のほうでは生活衛生関係営業に対する認識を強く、深く持って

いただいておるということを確認いたしましたので、大変ありがたく思って

おります。 

 ただ、これから生活衛生営業指導センターが果たす役割というのも生衛業

の皆さん方に深くかかわる課題でもございますので、ぜひ、生活衛生営業指

導センターが運営をしていくために、これもひとつ支援をよろしくお願い申

し上げたいというふうに思います。 

 今お話がありましたように、経営指導員、現在三重県の指導センターは

2.25人という経営指導員になっております。２人は常勤でありますが、１人

は、パートというか、そういう形になっております。１人の事務員の職員が

おっていただいて運営をされているんですが、全国的な規模で見てみますと、

三重県の類いのよく似た規模の指導センターの状況を見てみますと、経営指

導員が３人きちっと定着して、おっていただいて、事務員が１人いるという

体制が組まれておりますが、三重県の場合は今申し上げたように2.25人とい
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うことで若干不足をしておりますので、これからもしっかりと、食品衛生、

あるいはいろんな環境衛生に携わってもらう一番重要な機関でございますの

で、その辺十分御配慮いただきまして、しっかりと指導センターを育ててい

ただきますようにお願いを申し上げてこの項は終わりたいというふうに。 

 ちなみに、申し上げますが、３名と１名体制という全国の指導センターは、

47都道府県中、今33県がそういう形をとっておられますし、そのうちでも13

の生活衛生同業組合を持っているという県は非常に数少ないんですが、三重

県は13の生衛業の組合を持っているという、本当にしっかりとした活動をし

てみえますので、ひとつぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。以上、

よろしくお願いします。 

 それでは、二つ目の地域包括ケアシステムの取組と課題についてというこ

とで御質問をさせていただきたいと思います。 

 2015年、団塊世代が高齢者の仲間入りですが、私もその１人でございまし

て、団塊世代、800万人とも言われる人たちが後期高齢者に達する2025年問

題は、避けて通れない超難解な課題として取り組んでいかなければならない

のであります。 

 私も病気をしないように頑張りますが、10年で後期高齢者の仲間入りです

ので、その時点での生活設計というものを十分考えて、準備をしておかなけ

ればならないなというふうにも考えております。余り今までこんなことを考

えたことはなかったんですが、生身の体ですからいつどんな形で医療や介護

のお世話にならないとも限りませんので、しっかり頑張って、病気をしない

ように頑張りたいなというふうに思います。 

 私ごとはこれぐらいにしまして質問に戻りますが、国ではこうした見通し

のもと、高齢化に伴う介護、医療を取り巻く問題をうまく乗り越えていこう

と、地域包括ケアシステムの推進を打ち出しました。 

 地域包括ケアシステムの最大のポイントは、高齢者が住みなれた地域で、

介護や医療、生活支援サポートやサービスを受けられるよう、市町が中心と

なり、住まい、医療、介護、生活支援、介護予防を包括的に体制整備するこ
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とになります。 

 健康福祉部の長寿介護課を中心に、29市町の福祉担当者を中心に地域ケア

会議を立ち上げ、地域包括ケアシステムの構築に向けた状況把握を終えられ

たと聞いております。様々な角度から高齢化時代を乗り切る話し合いが進ん

でいるものと理解をしております。 

 地域包括ケアシステムをうまく運用していくには、医療機関や介護施設の

協力なくして成り立ちませんが、医師不足や現役看護師の不足など、課題は

尽きません。看護師等の人材確保の促進に関する法律が改正をされまして、

復職支援の強化が図られるようになります。現行の無料職業紹介事業に加え、

離職後、求職者になる前の段階から支援できるよう、ナースセンターの業務

が追加をされ、ナースセンター事業として、本年10月より看護職が離職時に

ナースセンターに届け出る制度が始まることになりました。 

 届出をした看護師等へのきめ細かな相談、情報提供、研修案内等、きめ細

かく支援をして、できるだけ早い就業に結びつけられるよう取り組むことと

なっております。 

 まず、１点目の質問ですが、この事業に取り組むためには、現在の三重県

ナースセンターの職員は、センター長１名、事務員が１名、３名のパート相

談員がおられます。現在の３名のパート相談員は、ハローワークや介護施設

等の訪問に追われてナースセンター事業が手薄で、届出制度や再就職のマッ

チングなどをこなすには正規職員の増員が必須の課題となります。 

 消費増税財源の財政支援基金900億円が準備されていると聞いております

が、三重県看護協会の三重県ナースセンターでは正規職員増員に向けて検討

がされていると伺っていますが、県としてはこの支援策は考えておられるで

しょうか。お尋ねをいたしたいと思います。 

 ２点目ですが、現在の三重県ナースセンターは、三重県看護協会の別館の

一部を使用して相談業務に対応されています。しかし、個室の相談室がなく

て全て一つの部屋で相談を受けているため、相談者を待たせたり、相談者の

プライバシーが守れなく、相談内容が筒抜け状態であります。 
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 相談業務を強化するための財政支援を含めた予算措置が可能かどうか、ま

た、検討されているのかどうか、お尋ねを申し上げたいと思います。 

 ３点目は、地域包括ケアシステムの体制が整い、地域包括ケアに向けた取

組に共通するのは、自助、互助、共助、公助という考え方でございますが、

介護予防に取り組み、健康寿命を延ばす、いわゆる自助、家族、親戚、地域

で暮らしを助け合う互助、介護保険・医療保険サービスの利用による共助、

そして、生活困窮者への対策として生活保護支給等による公助という考え方

に基づきまして、地域全体で、医療や介護、行政との垣根をなくして、2025

年までには一定の成果を出すことが求められております。 

 しかし、一方では、高齢化の進展や過疎化による状況など、地域の取組に

よってサービスに格差が出ることも考えられます。そのためにも、訪問看護

師や介護施設の看護師等の人材の育成及び確保に向けた取組が重要であると

思います。どのような取組をされているのか、お尋ねをいたしたいと思いま

す。 

 ４点目としましては、地域包括ケアシステムの、住みなれた地域での在宅

医療を支えるためには、医療、介護の体制を早急に進めなければならない、

最大の課題でございます。 

 県内の訪問介護センターの数は125施設あります。Ⅰ型と言われる施設で

すが、これは常勤看護師が７人以上おられる施設ですが、これが１施設、Ⅱ

型の施設は、これは常勤看護師が５名以上になるんですが、これが２施設、

その他の施設で常勤看護師が５人以上みえる施設は７施設です。ほかはとい

いますと、多くのステーションは非常勤看護師だとか常勤看護師がいても一、

二名という程度にとどまっておりまして、そうして日々の業務をこなしてい

るというのが現状でございます。 

 介護施設の入居者の重度化が進み、医療ニーズも高度化している中で、小

規模介護施設では看護職１人の施設が多くて、専門的な対応はこの看護職１

人に全て委ねられているという状況にありまして、時間を割いて研修を積み、

スキルアップにつなげたいという、そんな思いがあっても、現実はなかなか
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その時間がとれないというのが現状で実情であるようでございます。 

 それで、昨年は新人研修も含む訪問看護人材確保事業が県の事業として取

り組まれました。６事業所が研修に参加されたそうですが、単年度で終了し

てしまうということにもなったようでありますが、こうした看護職の実情に

配慮して、研修のみならず、研修ですと現場へ参加をしなければなりません

が、参加せずとも受講できるようなオンデマンドとかｅ－ラーニング等をう

まく利用した個人研修が受けられる体制づくりができないものか。 

 この４点についてお尋ねをいたしますので、よろしくお願いします。 

   〔佐々木孝治健康福祉部医療対策局長登壇〕 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 三重県ナースセンターの機能強化

並びに介護施設等におけます看護職員の確保に対する県の取組についてお答

えいたします。 

 高齢化の進展、また、これに伴う疾病構造の変化に伴いまして、看護職員

の活躍の場は、病院、診療所だけでなく、訪問看護ステーションや介護老人

保健施設等、様々に広がっているところでございます。 

 今後、県下で在宅医療体制の整備や地域包括ケアシステムの構築を図って

いく上では、こうした介護施設等におけます看護職員の確保は極めて重要と

考えており、県といたしましても、昨年度設置いたしました三重県看護職員

確保対策検討会におきまして、こういった課題についても検討いたしたとこ

ろでございます。 

 この検討結果を踏まえまして、様々な取組をこれから行っていくわけでご

ざいますけれども、あわせまして、県としては三重県ナースセンターの機能

を高めるための体制強化を図ることも重要と考えておりまして、先ほど議員

から御説明がございました免許保持者の届出制度に対する事業も含めまして、

同センターの事業に対しまして、平成27年度地域医療介護総合確保基金の活

用を予定しているところでございます。なお、個別具体的な職員の確保とか、

それから相談スペースの確保、そういった事項につきましては、この中で事

務的に詰めて検討してまいりたいと考えております。 
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 次に、介護施設等におけます看護職員の確保でございますけれども、三重

県ナースセンターにおきまして、ハローワーク等とも連携しながら就職説明

会や情報発信を行っておりますし、また、同センターの看護職員確保定着支

援員が介護老人保健施設を巡回しながら必要な情報を入手して、無料職業

あっせんに活用しているところでございます。 

 さらに、こういった介護施設等におきましては、施設当たりの看護職員数

が少ないことなどにより、施設内での研修体制が十分でないという課題がご

ざいます。こうしたことから、県といたしましては、このような看護職員を

対象とした研修の機会を様々に提供しているとともに、本年度につきまして

は、研修内容の一部にｅ－ラーニングを取り入れて、オンデマンドでできま

すよう、研修により参加しやすい環境づくりにも取り組んでいるところでご

ざいます。 

 県としましては、今後も引き続き、研修内容の充実はもとより、介護施設

の管理者等に対する研修の周知、看護職員の研修参加への理解、協力の働き

かけを行うことにより、研修機会の一層の確保に努めてまいります。 

 以上でございます。 

   〔47番 前野和美議員登壇〕 

○47番（前野和美） しっかりとした御答弁をいただいきまして、全て満足し

ているんだなという、そんな感じを受けたんですが、現実、現場へ行きます

となかなかそんな形にはなっておりませんので、しっかり県のほうの御支援

もひとつよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 今、お話がございましたように、看護職の皆さん方の医療、介護に携わっ

ていただく非常に重要なこれからの地域包括ケアシステムづくりになってい

くと思いますので、そのための人材の充実ですね。潜在看護師が数はたくさ

んあるにもかかわらず、なかなか状況把握が十分できていないという現実も

ございます。 

 しかし、そうした潜在看護師の皆さん方がしっかりとまた就職、仕事につ

いていただいて、地域を守っていただく、そんな体制をつくっていくために
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は、県当局の御支援がないことにはなかなか前に進まないところでございま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それで、今、答弁がありましたんですが、既にもうｅ－ラーニングを使用

してオンデマンドで研修をしているという話だったんですが、まだそれはし

ていないという話を聞いていたんですが、もう一度確認をさせていただくた

めにお願いしたいと思います。 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） ｅ－ラーニングによる研修期間は、

一応本年の７月から開始でございまして、６月に申し込みを受けて導入して

いる、そういう状況でございます。 

 以上です。 

   〔47番 前野和美議員登壇〕 

○47番（前野和美） ７月からやっておられるということですか。それじゃ、

それはそれで理解をさせていただきますが、冒頭でも申し上げたように、な

かなか介護施設には多くの看護職がいるわけではありませんので、研修に参

加するということは非常に難しい状況にあります。 

 それで、このシステムを使って勉強していただくということになるわけで

ありますが、ぜひ、研修をしたという成果というものがやっぱり必要なんで

すね。研修をしたよということを確認ができるような、そんなシステムをつ

くっていかないと、せっかくのオンデマンドで研修をしていただいたとして

も、受ける人と受けない人で差が出てきてはいけませんので、一応受けたら、

受けた成果、そして、また、その受けたことがわかるようなシステム、受け

たことによってスキルアップができたという、そういう成果を見届けるとい

うのも県の役割かと思いますので、その辺についてはどんなふうに考えてお

られるのか。 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） フォローアップにつきましては、

ただ、非常に業務が関係者の皆様にも御負担をかけるところがあると思いま

すので、非常に重要な御指摘だと思いますけれども、関係者とも協議しなが

ら今後の検討課題とさせていただきたいと考えております。 
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   〔47番 前野和美議員登壇〕 

○47番（前野和美） どうもありがとうございます。 

 時間も押してきておりますので、今、御答弁をいただいたようにしっかり

と御支援をいただきますことをお願い申し上げて、この項は終わりたいと思

います。ありがとうございます。 

 続きまして、農業の振興についてお話をさせていただきたいと思います。 

 政府の掲げるもうかる農業、農業、農村の所得の倍増計画でありますが、

現在聞き及ぶところによりますと、現在の国内農業生産額は約10兆円、そし

て、これから農業機械の償却費や農業肥料のコストなどを差し引いていくと、

農業者の懐に残る農業所得は３兆円余りになるそうであります。 

 最近、６次産業化の流れの中で、農業外所得として、みそやとかジャムや

とかジュースなどを、ファーマーズマーケットや道の駅、直売所などで販売

され、それによって稼ぎ出される所得が１兆円程度あるようであります。農

家の手取りは、これが2000万円ほどと言われておりまして、あわせて３兆

2000億円が農家所得ということになっております。 

 これを10年間で倍増させようというのでありますが、現状の農業形態で進

んでいっても、経済の名目成長率から考えますと、10年後には10兆円が12兆

円程度の農業所得になると、こんなふうに試算できるわけであります。それ

から、農家の手取りは、それからいきますと４兆円確保できることになるわ

けであります。 

 ６次産業化は急テンポで成長しておりまして、食料関連産業とうまく絡め

ることができれば、今の１兆円を10年間で10兆円にすることは可能と試算を

されております。６次産業の農家所得は２兆円規模となることになり、農業

所得と６次産業所得を合わせると６兆円になりまして、いわゆる10年間で農

家所得倍増が達成できると、こんなふうに試算をされておるようであります。 

 しかし、これだけでは農業改革を実行したことにはならず、同時に攻めの

農業を展開していくためのいろんな施策が打たれているところでございます

が、現時点で担い手の農地利用面積は226万ヘクタール、全農地面積の
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49.1％を占めていると言われております。 

 これを10年後には80％まで引き上げて、点在している水田面積の集積を

図って、稲作コストを40％削減、これが目標でございまして、そんな中で担

い手の高齢化も著しいわけでありまして、10年間で若い農業者40万人を育て

るということになっております。そのために、年間に150万円を支給する青

年就農給付金制度を拡充して、年間１万人程度の新規就農者を２万人まで増

やそうという取組もされておりまして、農地集積、そして、また、やってい

くためには公的機関としての信頼が得られやすいということで農地中間管理

機構が設置をされ、農業改革の大きな一歩が踏み出されました。 

 まず、１点目ですが、昨年度から実施をされました農地中間管理事業は、

１年目は低調に終わったと聞いております。２年目となる本年は一定の成果

が求められると思いますが、昨年度の反省を踏まえまして、本県では本年度

どのような推進方針で取り組み、半年たった現在、どのような進捗状況であ

るのか、伺いたいと思います。 

 ２点目は、農業生産力の強化に向けて、圃場整備やパイプライン化など、

農業生産基盤の整備が重要でありますが、私の地元の農家の声を聞きますと、

地元負担金の軽減や事業申請に向けた地域の合意形成などのため、農地中間

管理事業の活用への期待が非常に大きいのであります。本県では、農地中間

管理事業と農業生産基盤整備事業の連携をどのように進めておられるのか、

お伺いをいたします。 

 ３点目といたしましては、集落説明会などにおきまして、農地中間管理事

業の推進に当たって、人・農地プランの作成など、地域の合意形成を重視す

る県や機構の考え方には多くの農家が理解を示しておられますが、私の地元

でも農地中間管理事業の活用に向け検討に入った集落もございまして、地域

で実際に行動に移していくためには誰かがリーダーシップを果たしていくこ

とが必要であります。 

 また、多面的機能支払や経営所得安定対策等関連制度に精通し、様々な地

域の実情に対応して、地域にとってよりよい方向を提案、アドバイスしてい
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けるような人材が必要と考えておりますが、そのような人材確保・育成をど

のように考えておられるのか。 

 以上３点について御答弁をお願い申し上げます。 

   〔仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（仲繁樹） 農地中間管理事業関係で３点御質問がありまし

たので、まとめてお答えをさせていただきます。 

 まず、一つ目ですが、昨年度の実績を踏まえ、今年どのように取り組んで

いくか、あるいはその実績についてでございます。 

 議員御指摘のように平成26年度からスタートした事業ですが、県と農地中

間管理機構が中心となって、市町やＪＡ等関係機関と連携しながら地域へ入

り、制度説明や出張相談などを行ってまいりましたが、平成26年度の実績と

しましては、６市町で78.8ヘクタールの実績にとどまりました。 

 こうした反省を踏まえ、本年度は農地中間管理事業の着実な推進に向け、

新たに県の地域事務所ごとに設置しました農地中間管理事業推進チームを核

といたしまして、引き続き市町やＪＡ等の関係機関の皆様と連携を図りなが

ら、特に集落ごとの状況把握、あるいは農地中間管理事業を重点的に実施す

る区域の設定、意欲ある集落等での話し合いに向けた支援、集落ごとの人・

農地プラン、このプランは、将来その地域をどういうふうに活用し、どんな

人たちに農地を任せていくかというようなプランですが、この作成の支援等

に取り組んで、農地集積・集約化を進めてまいりました。 

 こうした取組の結果ですが、集落等での話し合いや制度への一定の理解が

進んだというふうに感じております。平成27年度までは農地中間管理事業の

活用によって、農地の出し手に交付される協力金の交付単価が最高額で据え

置かれますが、その後は下がるというような状況において、９月末時点でご

ざいますが、農地中間管理機構が農地借受けの手続を進める予定面積として、

現在、昨年度の約５倍の400ヘクタールの手続をしているところでございま

す。 

 現在、水稲の収穫作業もほぼ終了したことから、積極的に地域に入って話
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し合いを進めており、今後さらに農地の貸借面積は増加するものとして見込

んでおります。 

 ２点目でございます。農地中間管理事業と農業生産基盤整備事業の連携で

ございます。 

 議員も御指摘のように、まさしく生産性向上、あるいは担い手への農地集

積・集約化については、二つの事業を有効的に効果的に結びつけていく、連

携することが必要というふうに考えています。 

 このため県では、特に農業生産基盤整備事業を実施して、担い手へ農地を

集積・集約化を図ろうとする区域を農地中間管理事業の重点実施区域として

設定させていただき、事業実施に向けて集落等での話し合いに入っておりま

す。そのメンバーとしましては、先ほど申し上げました農地中間管理事業推

進チーム、いわゆる普及指導員、農政担当の職員、また、基盤整備の担当者

も入れて、地域へ入って話し合いに乗らせていただいています。 

 こうした中で、県内には農業生産基盤整備事業と農地中間管理事業をあわ

せて進めようという動きもありまして、そういった相談に、今、乗らせてい

ただいているところもあります。 

 地元負担金、いわゆる農業生産基盤整備事業の負担金の軽減対策でござい

ますが、圃場整備を実施する際、一定の条件がございますが、担い手へ農地

集積を進めていく、そういう中において、その実績に応じて国から交付され

る、いわゆる圃場整備における集積促進費、さらに農地中間管理事業におけ

る地域集積協力金が使えることになるので、二つの事業の交付されるものを

うまく活用して、地元負担金の軽減につなげていただきたいというように考

えております。 

 引き続き市町やＪＡ等関係機関と連携しながら、農業生産基盤整備事業、

農地中間管理事業を連携しながら進めてまいりたいと思います。 

 ３点目、コーディネート的な人材の確保でございます。 

 御指摘のように、農地中間管理事業の成果を上げている地域においてはま

さしく、合意形成、機運醸成をしていくための調整役、いわゆるコーディ
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ネーター役の方がみえます。 

 例えば、いなべ市では農家組合の代表と市の職員、多気町では集落営農法

人の代表の方が地域において、極めてリーダーシップ的なところを務めてい

ただいております。 

 こうしたことから、地域ごとに開催しています農地集積の説明会や相談会、

集落ごとの状況調査などを通じて、こういった、いわゆる地域を牽引してい

ただける方々の人材の発掘に努めているところでございます。 

 また、この人材、発掘されたリーダー的な存在をやはりサポートしていく

市町やＪＡの職員なんですが、そういった方々を対象に、本年10月に開催を

予定しております第10回三重県集落営農推進大会において、成果のあった地

域のコーディネーターの皆様の取組を発表するとともに、あるいは取組を表

彰するということで、水平展開を図っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 今後とも、農地中間管理機構等と連携をとりながら、農地集積に向けて地

域を牽引いただける、まさしくコーディネーターの方々を掘り起こし、そし

て、育成、サポートさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

   〔47番 前野和美議員登壇〕 

○47番（前野和美） どうもありがとうございます。 

 しっかりとした取組活動をしていただいているということは十分理解をす

るんですが、しかし、なかなか農家の皆さん方の話を聞いてみますと、まだ

農地の出し手の理解が十分に理解されていないというのが現実かなというふ

うに思っています。 

 いろいろ入って聞いてみますと、もう既に既にですよ、担い手に預けてあ

るので、わざわざ農地中間管理機構に頼まなくてもいいわと、それから、借

り手はよく知っている人やから、あるいは親戚の人やったりして信頼できる

人やから、今さらそんな農地中間管理機構を使って農地集積してもらわなく

てもいいというのが貸し手の、そんな話をよく聞きます。 
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 こうした状況の中、農地の耕作面積は確かに担い手に集積をされて、集

まってきてはおるんですが、農地がいわゆるばらばらなんですよね。ばらば

らで、いわゆる生産効率はほとんど上がっていないというのが現実ですので、

これを、担い手に集積したものを集約化するということが一番この農地中間

管理機構の役割だと思いますので、その辺をいかにこれからやっていただく

かということが農地中間管理機構に期待をされているところになってまいり

ますので、そのためには、いろんな地域のリーダーが、今お話があったよう

に頑張っていただいておりまして、それに向けて活動しておられるというこ

とですが、なかなかそのリーダーをつくるのが、もう今、農家の方が高齢化

が進んできて、もう今さらそんなことは、かなわんわという方が非常に多い

中で、いかに育てていくことが大事かということですので、ぜひそれについ

ても、やはり県や市町の営農担当、そして、土地改良連合会、専門家ですよ

ね、こういう人たちが、昔、土地改良をやった当時、圃場整備をやりました

ですね、こういった時代はもっと積極的に地域に入って圃場整備を進めてき

たという経緯もありますので、あの時代ぐらいしっかり頑張っていただいた

らもう少し理解も進んでいくのではないかなというふうに思いますので、ぜ

ひよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 そして、この機会ですので、もう時間が余りありませんけれども、私の地

元でちょっと参考に話をさせていただきたいと思うんですが、この図面を見

てください。（パネルを示す）これ、私の地元で、ちょうど100ヘクタール

規模の、いわゆる自治会単位の集落があります。 

 こういう形で、Ａの小作をしている方、Ａの方とか、小作Ｂの方、小作Ｃ

の方、そして、また、営農組合的に農業をやっている方というのがそれぞれ

色分けをされておりますが、それ以外の農地はまだそれぞれ個人で耕作をし

ているという、そんな地域なんですが、これが昭和30年代に圃場整備をされ

たものですから、皆小さいまちですね。１反区画なんです、10アール区画で

すね。 

 10アール区画ですから、非常に生産コストがかかってしまうというそんな
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地域の農村地帯なんですが、ここで仮に今の農地中管理機構にお出ましをい

ただいて、形を、もう少し生産力が上がるような、そんな地域に改造してい

くためにはどうすればいいかということなんですが、二つ目の映像を見てく

ださい。（パネルを示す）これも想像なんですが、これを、10アールあたり

が一つのまちだったものを、１ヘクタールまちに圃場整備をやってやりかえ

るとこんな形になってきます。そして、担い手のＡさん、担い手のＢさん、

担い手のＣさんも既に地域に入ってもらっていますので、こういう人たちが

この耕作をしてくれるとこんな農業集団ができるわけでありますので、これ

が理想の姿になると思います。 

 まだ色がついていない白い田んぼがたくさんありましたが、自分で耕作を

してみえる方もたくさんおってもらうんですが、もう10年、15年先を見ます

とこういう形に変えていかなきゃならんというふうに思うんですが、ただ、

こういう形に変えていこうとすると、もう一度圃場整備をやり直さなければ

なりません。これに非常に大きな負担がかかってきますので、申し上げたよ

うにいろんな国の支援をいただいてやれればこの圃場整備も可能かなと、そ

んなふうに考えて私なりに考えてみたんですけれども、例えば、今、土地改

良区を立ち上げて、この圃場整備を、もう一度再整備をやるということで、

仮に国の認可がおりるとしたら、国が50％、県が27.5％、そして、市がそれ

に乗っかってくれれば10％仮に出してもらうという、そういうことを仮定し

ますと、地元負担金が12.5％になるんですね。それを、農地集積によるとい

うことで、国のほうが、農地中間管理機構を通じた場合には、その12.5％の

半分、6.25％を負担してもよろしいよということになっているんですね。そ

うなってきますと、あと残りが6.25％、その6.25％を何と捻出するかという

ことが大事だと思うんですね。 

 もう農地を手放す人に負担をせいと言っても、これもちょっと難しいのか

な。仮に担い手にこれ全部負担しなさいと言っても、４件の農家で全部負担

できるかというと非常にこれも難しい。そういう中で、国が支援をしてくれ

る地域集積協力金だとか、また、これは担い手に支払われるという耕作者集
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積協力金、この辺をうまく活用できたら、これが6.25％の負担に回せるとい

うことになってくれば、もう少し、この圃場整備をやるという、そんな雰囲

気になってくるのかなという気がするんですが、いかがでしょうか。 

○農林水産部長（仲繁樹） まさしく議員御指摘のとおり、今、二つ制度を

どう活用ということで御提案いただいた、本当にそのとおりでして、担い手

に集積をすればするほどその額は増えてまいります。したがって、それをう

まく地域で合意の上で使っていただければ、使える制度ですので可能です。

ただ、それは、やはり我々もしっかり地域にそういった制度があるというこ

とを御説明し、それに向けては、やはりベースは地域の合意形成、話し合い

が中心になりますので、しっかりサポートさせていただきながら、市町、

ＪＡと連携しながらさせていただきたいと思っています。 

 以上です。 

   〔47番 前野和美議員登壇〕 

○47番（前野和美） ありがとうございます。 

 時間がありませんので、また次の機会にもこの議論をさせていただきたい

と思うんですが、ぜひこういうことを考えていただいて、地域にしっかりと

根差して、入っていただいて、こんな地域は三重県内たくさんあると思いま

すので、ぜひ進めていただきますようにお願い申し上げてこの項を終わりた

いと思います。 

 次、最後に、養殖漁業の振興についてということでお伺いさせていただき

ます。 

 昭和30年代に始まりました三重県の魚類養殖業は、マダイを中心に、特に

県南部の主要産業として発展をしてまいりました。 

 平成25年の本県漁業生産額は約460億円と聞いております。そのうち、養

殖魚の生産額は70億円、15％程度を占めておりまして、重要な漁業の一つと

なっております。また、毎日安定した生活サイクルの中で働くことが可能な

ため魚類養殖業に魅力を感じて、親の跡を継ごうと、こういう後継者もある

と、そんなふうに聞かせていただいております。 
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 さらに、出荷、流通を含めると、魚類養殖にかかわる人も多く、魚類養殖

業の安定的発展は、過疎化が進む漁村地域においても大きな役割を果たすも

のと考えております。 

 しかしながら、魚類養殖業を取り巻く現状は非常に厳しく、魚価の低迷等

も大きな影響を与えています。平成15年以前はキログラム当たり1000円前後

していましたが、今現在、平成27年には、キログラム700円程度まで魚価が

値下がりをしておりまして、養殖業者の数は、平成15年は334経営体あった

んですが、平成25年では138経営体になるなど、非常に激減をしてきており

ます。 

 これ、資料を見てください。（パネルを示す）輸入魚粉価格の維持という

ことで、上の段ですと、平成26年度は非常に低かったんですが、それからど

んどんどんどん値上がりをして、今現在では相当高い輸入価格になってきて

おります。 

 これは、輸入魚粉が、ペルー産のカタクチイワシのこれが漁獲制限がつい

たようでございまして、そのために高騰していると。それから、また、為替

の影響も受けまして、養殖用配合飼料は近年まれに見る価格となりまして、

トン24万円という、そんな値段をついておるようですが、以前に比べると２

割高になっているということでございます。 

 そこで質問をさせていただくんですが、魚類養殖業者の経営は非常に厳し

い状況にありますが、魚類養殖において経費の大部分を占める養殖配合飼料、

餌代の価格高騰に対する県の対応状況についてお伺いをいたします。 

 それから、また、通常の配合飼料には魚粉が50％程度含まれているという

ことを承知しておりますが、飼料コストを低減するために魚粉の割合を少な

くすることが有効であるということから、全国的にも魚粉を植物性たんぱく

質などに代替して魚粉の使用量を低減するという技術開発が進んでいると聞

いておりますが、県でもこの低魚粉飼料の研究開発に取り組んでいるという

ことですが、その進捗状況についてお伺いをいたします。 

   〔仲繁樹農林水産部長登壇〕 
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○農林水産部長（仲繁樹） お答えします。養殖用配合飼料の高騰に対する

対策、あるいは試験研究の状況でございます。 

 議員御指摘のように、平成26年11月から、ペルー産カタクチイワシの漁獲

制限により輸入魚粉価格が高騰しております。なお、本年に入りまして漁獲

制限が解除されたことによって、７月からは若干下がり始めておるような状

況でございます。 

 しかしながら、輸入魚粉価格は輸出国の漁獲制限や国際的な需給バランス

などによる変動が極めて大きいため、その影響を緩和することが養殖漁業の

経営安定に向けて重要な課題であると認識しています。 

 このため、本年５月、農林水産省に対して、漁業経営セーフティーネット

構築事業の補塡金上限額の引き上げや、配合飼料の原料となる国産魚粉の確

保に対する支援を要望してまいりました。 

 また、県における試験研究の取組ですが、マダイ用低魚粉飼料の開発に平

成26年度から取り組んでまいりました。具体的には、議員も御指摘のように

魚粉の一部を米ぬかに代替した試験でございます。現状、配合飼料と遜色な

く育ってくるということが実証されていまして、飼料費のコスト削減も20％

から30％のような感じです。今年度からは海面生けすにおいて、非常に、い

わゆる飼う形に近い形で実施をしておりまして、現在、遜色なく育っており

ます。 

 今後とも、配合飼料価格の推移を見守りながら、価格上昇に備え、国に対

して引き続き予算確保の要望、あるいは試験研究に取り組みながら、養殖業

の振興に取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

   〔47番 前野和美議員登壇〕 

○47番（前野和美） 御答弁ありがとうございます。 

 米ぬかを利用した代替飼料ということで研究もされて、その成果も出てい

るということですので、それがうまく広範囲に使えるようになればすばらし

いことだと思いますが、いろいろ関係者と話をしておりますと、やっぱり餌
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の高騰が一番この養殖業にはこたえるということでございまして、地元で何

とか対応できないかということで、いわゆるフィッシュミール工場をつくっ

たらどうかということで研究もされているようでございまして、せんだって

地元漁業組合が視察に行かれたようであります。（パネルを示す）これは宮

城県気仙沼市の気仙沼センター水産加工業協同組合フィッシュミール工場の

写真なんですが、こういうものがつくられて、これは、近隣の魚類の残渣を

利用して、処理工場をつくって、それを飼料として使うということでござい

ますが、こんなものをぜひつくりたいなという、そんな要望も出ておりまし

て、三重県産のイワシ等を使用して安い魚粉を製造して、配合飼料価格にか

わってそれを展開できれば、三重県の養殖業は安価な配合飼料によって経営

を安定化できると。 

 また、イワシ等を漁業する漁船業も、ようけとれ過ぎると魚の値が下がっ

てしまうので、それを、下落を下支えするためにそのイワシをミールに使う

と、こういうことができれば両方ともがいいんじゃないかという、そんな話

も出て、ひとつ検討をしていきたいということでございますので、ぜひ県の

ほうも御支援を賜って、御協力を賜りますようにお願いを申し上げまして、

時間でございますので、ちょっと言葉足らずでございましたが、ひとつよろ

しくお願い申し上げて質問を終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○議長（中村進一） 12番 小島智子議員。 

   〔12番 小島智子議員登壇・拍手〕 

○12番（小島智子） 皆さん、おはようございます。桑名市・桑名郡選出、新

政みえの小島智子です。２期目初めての一般質問なので、大変緊張していま

す。珍しく忘れ物をして、この５年目にして初めて一般質問の途中で議場を

出てしまうということになってしまいました。ちょっと落ちついてやりたい

なと思います。よろしくお願いいたします。 

 １点目はＬＧＢＴのことを取り上げたいと思うんですけれども、知事は

ニューヨークから帰られたばかりということで、１泊３日でしょうか、本当
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に弾丸の出張に行っていただいてお疲れさまでございました。 

 ニューヨークという地は様々なところで世界の中心でありますけれども、

このＬＧＢＴをはじめとする性的マイノリティーの方の様々な人権の保障で

すとか取組といったことについても本当に世界的に進んでいる地だというふ

うにも思います。そこの空気感を持って部長にもお答えいただければ大変あ

りがたいと思います。 

 さて、６月定例月会議で稲森議員がこのことについては取り上げられたん

ですけれども、少し違う角度からやりとりをさせていただきたいと思います。 

 この８月ですけれども、三重県にも自分のことを明らかにして活動してみ

える山口颯一さんという方がおみえになりますが、その方にお目にかかりま

して、直接いろんなお話をお伺いしました。 

 小さいときからの自分の違和感、学校生活のこと、母親にカミングアウト

をしたときのこと、その後の自分の決断、今行動していることなど、包み隠

さずにいろんなことを語っていただいて、教えていただいたわけです。 

 ＬＧＢＴの方は自殺率が高いというふうにも言われていますけれども、彼

も本当に親しい御友人を自死という形で亡くされた経験をお持ちです。やっ

ぱり苦しみを共有する方が若くして自死を選ばなければいけなかったという

ことは本当にショックだっただろうというふうに思います。 

 カミングアウトしたきっかけは何ですかというふうに山口さんに質問をい

たしましたところ、言うか、本当に自分も死んでしまうかというようなとこ

ろだったので、何がきっかけということはないんだというようなお答えでし

て、私も非常にその答えには衝撃を覚えたということもありました。 

 今もそこに追い込まれている子どもたちですとか若い方々がみえるのでは

ないかということを考えると、この問題について県政の中でしっかり取り組

んでいくことの必要性というのを強く感じます。 

 さて、一体どのくらいこの当事者の方が日本にいらっしゃるかということ

ですが、６月定例月会議では稲森議員が約７％というふうにおっしゃいまし

た。あるところが調査をいたしまして、具体の数字を出していただいていま
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すので、それをまず皆さんに見ていただきたいと思います。 

 （パネルを示す）この数字であります。電通ダイバーシティ・ラボという

ところの調査によると、推定比率は7.6％、これは13人に１人、日本の人口

で換算すると1000万人という、本当にやっぱり捨ててはおけないような人数

ではないかと思います。 

 ちなみにというふうに書かせていただきましたけれども、ほかの方々との

パーセンテージを比べても少なからずというようなパーセントであるという

ふうに御理解をいただきたいと思います。 

 人権問題としては三重県人権施策基本方針にも記述がありますし、知事御

自身も６月定例月会議の答弁におきまして、人権だけでなくて、第２次男女

共同参画基本計画第二期実施計画にも委員の方々の賛同を得て盛り込んでい

きたいというふうに答弁をされています。そんなふうに捉え方が拡大をして

いくということは望ましいことであるというふうに私自身は考えます。 

 そこで、まず、確認をさせていただきたい。これは部長にですけれども、

いろんな事業が、多分その人権啓発に関しては講演会等が行われていると思

いますが、その、例えばアンケート等、あるいは、例えば三重県総合博物館

の年間パスポートの申し込みとかの各種申し込み等、そこに性別の記載を求

めるものがあると思うんですけれども、男女しか記載がないのか、どういう

ふうになっているのかということをまず具体に１点目はお伺いしたいと思い

ます。 

 札幌市ですとか東京都世田谷区、豊島区、中野区、名古屋市など、様々な

お取組をいただいている自治体がありますが、中でも大阪市淀川区と、それ

から、この７月19日に那覇市において全国で２例目となるＬＧＢＴの支援に

関するような宣言が行われています。 

 淀川区の宣言は、多様な方が生き生きと暮らせるまちの実現のため、

ＬＧＢＴの方々の人権を尊重します、そのためにということで、４点、行政

の対応を主として宣言の中には盛り込まれています。職員の人権研修、正し

い情報発信、活動支援、相談です。 
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 那覇市のほうは、少しニュアンスが違うかなというふうに思うんですが、

支援というと行政がそこに手を出してやってあげるというようなニュアンス

があるので、那覇市のほうは、「性の多様性を尊重する都市・なは」という

宣言になっています。これは通称レインボーなは宣言というふうに呼ばれて

いるそうですが、レインボーは御存じのとおり、このＬＧＢＴ、性の多様性

をあらわすものというふうに捉えられています。 

 そこで、当事者に対する宣言というのは、社会の理解促進を図りつつ、多

様性を積極的に受け入れる姿勢を内外に発信するというニュアンスがあると

思います。 

 今度、来年度、主要国首脳会議、サミットがこの三重県の地で行われるわ

けですけれども、三重県として何を進めるか、何を残していくかということ

を多方面において考えなければいけない。そうすると、多様性は三重の持つ

強みというふうに知事もいつもおっしゃいますし、いろんな方がそういうふ

うにお考えですけれども、自然、歴史、文化、食、産業等々だけではなくて、

それぞれの人が持つ多様性、人としてのあり方をも包括して受け入れるとい

う姿勢を内外に打ち出すということ、これが真の強みになるのではないかと

いうふうに思うんです。 

 三重県として、例えば県としては初めての宣言を出すということを海外に

も発信する。三重の地は、ＬＧＢＴの方々をはじめとして、様々な一人ひと

りに理解ある土地として選ばれるということにつながるのではないかという

ふうに考えます。 

 また、宣言することは、表に向けてということだけではなくて、県民の啓

発が進んで、県民の意識醸成にも弾みがつくというふうに考えます。 

 今後、ＬＧＢＴ、ここでは支援と言わせていただきますけれども、そのこ

とについて宣言をする方向で進めてはどうかというふうに考えますが、部長

のお考えをお聞かせいただきますようによろしくお願いいたします。 

   〔髙沖芳寿環境生活部長登壇〕 

○環境生活部長（髙沖芳寿） ２点御質問いただきました。 
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 まず、最初の、三重県総合博物館におけますアンケートとか、あるいは年

間パスポートの申込書の件でございますけれども、その申込書の中には、生

年月日や住所とともに男女の別を記載する欄がございます。これは、博物館

を御利用いただく方の属性を把握させていただいて、今後のよりよい博物館

の運営のあり方をしっかりとつかむためにとり行っている状況でございまし

て、同様の男女別の欄につきましては東京の国立博物館等々でもございまし

て、同様の状況にございます。 

 これまで性別欄の記載につきまして御意見等をいただいたことはございま

せんけれども、今後はこの申込書を、いわゆる記入するに当たって、いろい

ろ配慮しなければいけないということを思っておりまして、性別欄、男女別

も含めた性別欄の記載については必須の事項ではないということと、しかし

ながら、これは今後のよりよい博物館の運営のためにデータを蓄積したいと

いうような旨で、ぜひ御協力をお願いしたいというような旨の記載を記入欄

に設けまして、これまでと違う扱いにしたいなというふうに考えております。

申込者の心情を配慮させていただいた申込書にしたいなというふうに博物館

については思っております。 

 三重県総合博物館以外のいろんな私どもが所管しておる申込書等ございま

すけれども、これにつきましては、性別をどうしているか、記載していただ

くかどうかについては、その必要性に応じてそれぞれのところで、今現在判

断をしているところでございますけれども、今、議員の言われたように、

ＬＧＢＴの人々がいろんな思いを持ってみえます。ですので、性別欄を記載

する、記入するときにどんな思いをされておるかということも踏まえて、そ

の必要性について改めて検討していきたいというふうにこの件については

思っております。 

 それから、２点目でございますが、伊勢志摩サミットを機にＬＧＢＴ支援

宣言をというようなことでございますが、これにつきましては、ＬＧＢＴ等

の性的マイノリティーの人々への偏見、また、差別をなくすことは大変重要

という認識でおりまして、多様な性のあり方を認め、全ての人々が個人とし
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て尊重される社会を実現すること、これは本当に必要なことだという認識を

しております。 

 現在、県では、先ほどお話しいただきましたけれども、人権をめぐる社会

状況の変化、それから、新たな人権をめぐる課題等を踏まえて、人権施策基

本方針の改定を進めておるところでございます。 

 この性的マイノリティーの人々の問題につきましては、社会の理解が不足

しているというところから偏見を持たれたり、あるいは、性の区分を前提に

した社会生活上の制約、これを受けたりするなど様々な問題があるというこ

とを承知しておりまして、同基本方針の中ではしっかりと人権課題の一つに

位置づけて、教育、啓発についてしっかり取り組んでいくという位置づけを

しております。 

 第２次男女共同参画基本計画第二期実施計画の中でも、御指摘をいただい

たように知事も答弁をいたしましたけれども、県民一人ひとりがそれぞれの

多様な生き方、これが認められる男女共同参画社会の実現を目指す観点から、

それについても記載をするという位置づけで、現在考えております。 

 それから、具体的な啓発の仕方として、今後、県政だよりみえ11月号には

特集で性的マイノリティーの人々の人権を取り上げるということが一つと、

それから、12月には当事者の方をお呼びいたしまして、ＬＧＢＴをテーマと

した県民人権講座、これを開催して、実際に性のあり方は多様であることや、

あるいはＬＧＢＴの人々を苦しめている様々な問題などについてお話をいた

だく予定をしております。 

 性的マイノリティーの人々に対する偏見や差別をなくすためには、やはり

互いの人権を尊重して多様性を認める、こういう意識、これは、先ほど言わ

れました三重県の多様性というのは、お互いの人権も含めた、寛容に多様性

を認めるというのが三重県の風土だというふうに考えておりますので、そう

いった意識の醸成が不可欠というふうに思っております。 

 まずは教育や啓発活動等の取組を着実に進めながら、御提案いただいた内

容も踏まえて実効性のある取組を今後検討してまいりたいというふうに思っ
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ております。 

 以上でございます。 

   〔12番 小島智子議員登壇〕 

○12番（小島智子） 記載について、私は言葉狩りをしようというような意識

は全くありません。男女をきちっと捉えて結果を出して、属性から考えると

いうことは大事なことやと思います。だから、なくしていただきたいという

ニュアンスで言っているのでは決してありません。 

 でも、例えばこんな例があります。男、女、その他という項があって、自

認する性をお書きくださいというような書き方をしているものもあります。

ですので、正しく捉えるということから考えた、その結果を反映させていた

だければそれでいいのではないかというふうに思うんですね。決してなくし

ていいということではないと思いますので、そこは誤解のないようにお願い

をしたいと思います。 

 今、宣言等々のことにもお答えいただきましたけれども、人権だけの捉え

ではないというふうに思うので、そのことをお話しさせていただきたいと思

います。 

 ここに１冊の本があります。（現物を示す）これは、『日経ビジネス』８

月24日号、経済、ビジネスに関するこの本の一番、この表紙に、あなたの会

社も無視ができないんだというふうに書いてあります。経済活動においても

このことに注目をすることは意味があるのだということを少しだけお話しさ

せていただきたいと思います。 

 ページをめくると六つの質問が出てきています。皆さんのお手元にお配り

をいたしました。この六つの質問であります。 

 （パネルを示す）それぞれ読み上げませんけれども、イエス、ノーで少し

お考えをいただきたい。例えば、消費者の半数以上がＬＧＢＴ支援企業を支

持する。この消費者というのは、もちろん一般の方も全て含めてです。それ

から、６番、欧米からの宿泊客の約１割がＬＧＢＴというホテルが日本にあ

るということです。こういうクエスチョンが実際にあって、これらの答えは
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全てイエスです。 

 虹色ダイバーシティの調査によれば、ＬＧＢＴ社員のうち職場で差別を受

けたとか嫌なことがあると答える人は約70％、転職をしたことがある人は、

一般の51.8％よりかなり高い60％という調査結果が出ています。 

 優秀な人材を理解がないために手放してしまっているところもあるのかも

しれないという数字が実際に出ています。 

 欧米人宿泊客の約１割がＬＧＢＴであるというホテル、これは京都にあり

ます。なぜかというと、2006年に日本で初めて、ＩＧＬＴＡという団体です、

国際ゲイ・レズビアン旅行協会ですか、そこに登録をして以来、ずっと様々

な取組を重ねてこられた。そこのサイトを開くと、全世界でどこに行きたい

ですかという問い合わせが出てきます。例えば日本というのをクリックする

と、日本はまだ少なくて、17ほどのホテル、旅行業者等々しか登録はされて

いませんけれども、アメリカなんかは物すごい数が出てまいります。 

 どういうところが加盟しているか。例えば米ヒルトン・ワールドワイドと

かハイアットホテルズコーポレーションなど、本当に大きな企業もそこには

参画をされている。ですので、日本で加盟している施設は17と申しましたけ

れども、ホテルに限って言えば10ぐらいだと思います。ほとんどが京都、東

京、沖縄です。 

 ですが、啓発をするということであれば、旅行業の方を、あるいは宿泊施

設の方を対象に研修をする。もしそこに御希望があれば、このＩＧＬＴＡに

御加盟いただくことも、これから先お考えをいただく。そんなことも、例え

ば国内からの観光誘客だけではなくて、インバウンド獲得にもつながってい

く一つの切り口であるのかもしれないというふうに思います。 

 サミットを契機として、人権だけではなくて、もちろんそれはベースであ

りますけれども、経済とか観光からもこの課題を、ぜひ部局横断をしてお考

えをいただけたらどうかということを申し上げておきたいというふうに思い

ます。 

 別の角度からもう一つ申し上げておきたいと思います。 
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 私は今、所管の教育警察常任委員会の委員長ですのでやりとりをすること

は避けますけれども、やっぱりこういう人権意識に対する醸成というのは子

どもの教育からが大きいと思いますが、小学校３、４年生を対象にした保健

等の教科書の記述を見ると、第二次性徴あたりで異性を意識するようになる

という記述が実は教科書にあります。異性でないかもしれないということは、

記述からは読み取れません。今、当事者の方、関係者の方々がこの教科書を

どうやったらいいかということをお考えいただいているという話を伺ってい

ます。 

 おまとめになって、もしかしたら何らかの形で県教育委員会にお届けにな

るかもしれません。そのことを真摯に受けとめていただきたいし、教科書改

訂時期ではありませんけれども、国への提言等々もして、途中であっても

やっぱり見直しをかけていくようなこと、このことについてはぜひ御検討を

いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げておき

たいと思います。 

 時間もありまして、次の質問に行かせていただきたいと思います。 

 昨年の一般質問で、子どもの社会的養護推進ということで里親委託推進に

ついてやりとりをさせていただきました。その中で、特に養育の里親さんに

ついて、小学校区に１人ずつぐらいを目指したらどうですかというふうに申

し上げたんですが、まずは中学校区に１人ということを目指していくんだと

いうことで、今、お進めをいただいています。 

 中学校は370、80校ぐらいだったと思いますのでなかなか難しい数字だな

とは思いますけれども、子どもたちとのマッチングが選択肢が増えることで

進んでいくということは大変望ましいというふうに思います。 

 そこで、今、推移として里親登録はどうなっているのかというのを少し確

認したいと思います。 

 フリップをごらんください。（パネルを示す）里親というのは、そこに書

いてあります４種類があります。養育、親族、養子縁組、専門。県がこの中

で増やしたいと一番しているのは、一番上に書いてある養育の里親です。 
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 合計欄を見ていただきますと少しずつ増えているのかなという印象を持た

れると思いますが、実は何が増えているのかと考えると、養子縁組里親の希

望が増えている、その実態がわかります。 

 ですから、養育里親を増やすということは、それほど簡単なことではない

ということがおわかりいただけるかと思います。 

 一体いつまでに、いつぐらいをめどに、その370、80人あたりを目指して

いくのか、そして、同じことをしていては登録数というのはなかなか増えな

いわけですから、具体にどんなことをしていくのかということをまずお聞か

せいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

   〔岡村昌和健康福祉部子ども・家庭局長登壇〕 

○健康福祉部子ども・家庭局長（岡村昌和） 養育里親登録の推進につきまし

て御質問いただきましたのでお答えしたいと思います。 

 本年３月に策定いたしました三重県家庭的養護推進計画におきましては、

要保護児童が家庭的な環境の中で豊かに育つということができるよう、里親

委託を推進することとしております。 

 この中でも養育里親につきましては、保護者等と生活ができるようになる

まで、または子どもが自立して生活できるようになるまでの一定期間、子ど

もの養育を担っていただくものであり、特に増員が必要であるというふうに

考えているところです。 

 このため、15年後になりますが、平成41年度末には、200組の養育里親登

録を確保いたしまして、里親及びファミリーホームの委託率を33.3％、全体

の３分の１でございますけれども、に引き上げるということを目標にしてい

るところでございます。 

 計画の目標を達成していくためには、これまでの実績を踏まえ、おおむね

２倍の養育里親登録者を確保する必要があります。また、子どもの状況に応

じて、可能な限り住みなれた地域で養育されることが子どもにとって望まし

いということを考えますと、１中学校区に１組以上の養育里親登録を目指し

て、里親制度の普及啓発に取り組むということとしておるところでございます。 
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 現在、県内におきましては、公立中学校は155校ありますが、このうち養

育里親登録者がいる校区は約半数の80校区というふうになっております。こ

のため、今年度はまず、里親制度を県民の皆さんに広く知っていただき、１

人でも多くの方に里親登録をしていただけるよう、県内全市町において里親

説明会や出前講座を開催するなど、啓発に取り組んでいるというところでご

ざいます。 

 また、県内における要保護児童数は、地域によって差があり、特に北勢地

域で多いということもございますので、こうした現状も考慮いたしまして、

今後は北勢地域におきまして重点的に啓発活動を行うなど、地域の実情に応

じた取組を進めていきたいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

   〔12番 小島智子議員登壇〕 

○12番（小島智子） ありがとうございました。 

 中学校区、違いましたね。もっと少なかったですね。済みません。間違い

でした。155校区ほどで、そのうちの半数ぐらいが委託をということでお答

えをいただいたんですけれども、本当に丁寧な取組をこつこつとやっていく

ことももちろん必要ですし、何か大きなことをして、今まで全くかかわりが

なかった方々に里親そのものを知っていただくという取組も必要であろうか

というふうにも思っています。 

 知事は今回の知事提案説明の中で、従来から考えてきた精神的な豊かさ、

経済的な豊かさに加えてもう一つ、社会システムやつながりの豊かさを加え

て政策を推進する必要があるというふうにおっしゃっておられます。三つ目

の豊かさには、例えば社会のセーフティネット、人と人とのきずな、地域の

ネットワークが含まれるという説明もしてみえます。 

 この形を実現した団体が実は６月に桑名で一つ立ち上がりました。チャイ

ルド・ファースト・クワナという団体であります。 

 里親会、それから、県の望まない妊娠レスキューダイヤルを請け負ってい

ただいているみっくみえの方、それから、いなべ総合病院の産婦人科医の先
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生等々６名ぐらいが中心になって、この方たちが行政とタイアップし、三重

県里親会とタイアップし、11月８日、桑名で講演会、そしてパネルディス

カッションを行います。 

 そこには、皆さん御存じでしょうか、サヘル・ローズさんといわれる方が

講演をされます。彼女は養母に育てられた経験をお持ちです。イラン・イラ

ク戦争によって、御家族の全てを、自分以外の全てを亡くしました。その後、

養母によって育てられ、日本に来て、日本語がぺらぺらなんですけれども、

もちろん、いろんなテレビに出てみえる方。その彼女が自分の経験から、養

育をするという方がいるということがどれほど子どもにとって意味があるこ

とかということをお話しいただきます。 

 その後、パネルディスカッションを、北勢児童相談所の所長が入っていた

だいたり、三重県立看護大学の客員教授、小児科医である方もパネリストと

しても御参加をいただいたりということをお聞きしています。 

 いろんな啓発をしたりするのに、例えばあるＮＰＯに委託をしてというこ

とがあるかもしれませんけれども、県１本でなくても、それぞれの地域には

やっぱり、本当に力のある、丁寧に行政と一体となってやっていきたいとい

うところがあるわけですから、里親委託推進をはじめ、子どもの社会的養護

推進のためには、地域の方々、そういうそれぞれにあるところを使っていく

べきだ、連携するべきだというふうに思いますのでぜひお考えいただきたい

と思いますし、もしお時間がありましたら、これ、知事は難しいんですよね、

トップセミナーがある日ですので来てはいただけないんですが、ほかの方々

についてお時間がありましたら、申し込みは不要です、桑名市民会館小ホー

ルでやりますので、見に来ていただけたら大変ありがたいなというふうに思

います。 

 ２番目に移ります。ソーシャル・インパクト・ボンドというふうに書かせ

ていただきました。 

 知事も言及をしてみえたと思いますけれども、サミットではその時々、

様々なテーマを設定して話し合いを行われます。2013年イギリスで行われま
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したサミットでは、キャメロン首相が先進国共通の政策課題として、社会的

インパクト投資、これをソーシャル・インパクト・ボンドといいますが、そ

れについて、各国で研究を進めてはどうですかということを呼びかけられま

した。頭文字をとってＳＩＢというふうに呼ばれています。 

 ＳＩＢとは、民間事業者のノウハウや、投資家あるいは篤志家からの資金

等を活用し、社会課題を解決しようとする、官民連携による新しい成果型事

業委託システムのことを指します。 

 2010年にイギリスで実施され始め、世界では20件以上の導入実績がありま

す。どういう社会課題に使われているかというと、受刑者、ホームレスの

方々の社会復帰支援、シングルマザー支援、子どもの施設退所・家庭復帰支

援等、本当に多岐にわたっています。 

 新たに、イスラエル、韓国等々でも同様なモデル事業実施を検討し、実施

されていくということなんですけれども、日本でも2015年、本年度、４月15

日に、公益財団法人日本財団と横須賀市が協働して、特別養子縁組というの

を社会課題と取り上げて、パイロット事業、社会事業が始まりました。 

 具体にこの例をとって、ＳＩＢの仕組みを少し説明させていただきたいと

思います。 

 （パネルを示す）様々なステークホルダー、関係者の方々が、このソー

シャル・インパクト・ボンド、ＳＩＢにはあります。これよりもさらに進化

した形や、少しどこかが欠けている形はありますが、一番原則的なものを横

須賀市の例と重ね合わせながら御説明いたします。 

 この行政、ここが横須賀市になります。中間支援組織、これが日本財団と

いうことになります。まず最初、行政から日本財団へのお金の支払いの義務

は生じません。ここの２者で、こういう課題を解決したいよね、請け負って

もらえますかというような委託を行います。中間支援組織が使うお金は一体

どこから出ているかということですが、投資家、篤志家の場合もありますけ

れども、ここから、社会的な意義のある投資だとしてお金が中間支援組織に

入ります。横須賀市の場合は、この中間支援組織も投資家も日本財団である
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ということになっています。 

 この日本財団は、ＮＰＯ、社会的企業、事業所などを選定いたします。こ

の事業では、東京にあります、ベアホープと言われる、特別養子縁組を推進

する民間企業が選定をされています。ですので、ここは目標を立てます。年

間に４組の特別養子縁組を推進するという目標があります。 

 ここが事業を行って、この受益者というのは利益を受ける方々、この場合

は、子どもを産むけれどもなかなか育てられない実の親御さんと、子どもを

養子縁組として実子として育てたいなと思う養親さんということになります

が、そこに受益者がおられます。 

 この評価アドバイザーというのは、きちっとした経済的な意味も評価をし

なければこの事業は成り立ちませんので、どういう評価をするかということ

をここに置いてあります。 

 今回は、この評価アドバイザーの中に三つの団体が入っているとお聞きを

しています。慶應義塾大学も入っておみえですし、ＲＣＦ復興支援チーム、

それからＳＲＯＩネットワークというところがここには入っていらっしゃる

そうです。 

 今年度については、パイロット事業ということで試験的に行われますので、

横須賀市から日本財団へのお金の動きというのはありませんが、来年度平成

28年度に結果が出せれば、横須賀市は日本財団にお金を支払うということが

生じますので、来年度、横須賀市においては予算計上をしなければいけなく

なるかなというようなことで、今、話し合われています。 

 横須賀市のこのパイロット事業では、行政のコストがどうなるかという試

算もきちっと行われていて、施設養育で本来必要である額と総事業費の差が

1630万円であるという試算が行われていまして、行政収支が1630万円軽減さ

れるということになるんだと、だからこの事業をやるんだというふうにして

推進をされているわけです。 

 でも、もちろん子ども本人にとっても家庭で愛情を持って養育されて、施

設退所後の自立の難しさですとか愛着障がいといった課題が解決されるわけ
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ですし、行政コストが削減をされて、投資家がリターンを得るということも

結果が出せればできるわけですので、社会問題の解決にもつながっていく一

つの金融商品であるという考え方もあります。 

 第２弾として、日本財団は福岡市、松本市などと株式会社公文教育研究会

がかかわって、認知症予防領域におけるＳＩＢ事業も始まっていますし、第

３弾は、尼崎市と、これはＮＰＯ育て上げネットということがかかわって、

若者就労分野でＳＩＢ事業が始まるというふうにしています。 

 イギリスではもう既に、日本でも大変たくさん眠っていると言われる休眠

口座預金の活用をここに充てるというようなことも研究をされていて、現在、

日本の中でもこのＳＩＢ事業については研究が進んでいる。 

 モデル事業をやりませんかと言われたときに、準備をしていないとなかな

かそこに手を挙げることは難しいというふうに思うんです。 

 養子縁組そのものが、三重県の事業になじむかどうかは別として、例えば

ひきこもり等の若者の就労支援ですとか、生活保護の方が働けるようになっ

たら、その保護費の削減が起こるわけですから、この事業の導入をというこ

とを、私は県としてはぜひ先進的に研究を始めていただいて、国からモデル

をと求められたときに、いち早く手を挙げていくべきではないかなというふ

うなことを考えますが、このことについては知事の御所見をぜひお伺いした

いなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） ソーシャル・インパクト・ボンド、ＳＩＢについて、

小島議員からありましたことと若干重複するところもありますけれども、答

弁させていただきます。 

 先ほどありましたようなＳＩＢ、2010年にイギリスで始まった取組で、国

内では、先ほど御紹介いただいた横須賀市の特別養子縁組を推進する取組、

それから、福岡市の認知症予防事業、兵庫県尼崎市の生活保護世帯の若者を

対象とした就労支援事業など、新たな政策実現の手法として注目が高まって

いるところであります。 
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 実際、私が今年の７月にイギリスを訪問したときも、その先進的な里親委

託の推進に関する研究をやっていますオックスフォード大学のリース研究所

の皆さんからも、ＳＩＢの取組に対し推奨、紹介があったところであります。 

 また、現在私は、福岡市、横須賀市、千葉市などの若手の市長たちと勉強

会を実施していまして、そこで社会的養護を含む子どもワーキングというの

を私が座長をやっていまして、その中で、例えば特別養子縁組における育休

については三重県が始めたので、そのメンバーの福岡市や千葉市も進めても

らったというようなことで、連携、横展開しながら進めている場がありまし

て、その場でも横須賀市長からＳＩＢの取組を紹介を受けたところでありま

す。 

 横須賀市がＳＩＢを活用して特別養子縁組の取組を始めた背景には、横須

賀市で現在、養子縁組里親登録者がゼロという状況があるというように聞い

ていまして、一方、本県は現在52組の養子縁組里親への登録があり、昨年度、

特に児童相談所において積極的な取組を行い、養子縁組が４組成立したとい

うことで、横須賀市と背景が若干異なるというのも事実であります。 

 いずれにしましても、里親委託や養子縁組を進めていくには、民間の様々

なリソースを活用し、とにもかくにも子どもたちのために家庭的養育環境を

生み出していくということが必要であるという前提の認識のもと、ＳＩＢに

ついても引き続き、横須賀市の状況を情報収集しつつ、様々な関係者と丁寧

に意見交換し、議論、研究していきたいというふうに考えています。 

 まさに特別養子縁組のところではというか、家庭的養護のところでは、今、

小島議員がおっしゃっていただいたような施設維持コストの低減とか、そも

そもの子どもの養育環境の改善とか、メリットが想定される一方で、例えば

養子縁組だと、縁組したところが結構当該地域と遠いところで養子縁組に

なった場合にその後のフォローが結構難しいとか、そういう課題も想定され

る部分もありますので、情報収集していきたいと思いますが、ほかの分野で

も、介護とか、あるいは、今、再犯率が高まっているので先ほど御紹介いた

だいたような部分の支援であるとか、様々な分野で活用可能だというふうに
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思っていますので、ぜひ積極的に研究、議論をしていきたいというふうに

思っています。 

 積極的に議論していきたいというふうに思っています。 

   〔12番 小島智子議員登壇〕 

○12番（小島智子） ありがとうございました。ぜひお進めをいただきたいと

思います。 

 知事が言われたように、この横須賀市のプログラムは、子どもはいると、

でも、特別養子縁組のその親になる希望者がいないということでマッチング

ができないということもあって、事業者さんも東京の事業者でありますし、

親御さんを全国から募集するというようなことも出ていまして、それは子ど

もにとってどうかという議論は一方ではあるというふうに思います。 

 私も、三重県にはその内容については余りなじまないかなと。研究をいた

だかないと何とも言えませんけれども、ただ、さっきおっしゃいました介護

とか、それから、やっぱり私は若者の就労というのは三重県でも大きな課題

であるというふうに思いますので、そこの部分についてもぜひ御研究いただ

くのであれば、一つの課題として入れていっていただきたいなというふうに

思いますので、お願いをしておきたいと思います。 

 では、３点目でありますけれども、医療的ケア児童・生徒通学支援をとい

うところです。 

 障害者総合支援法の中に地域生活支援事業というのがあって、その地域生

活支援事業の中に移動支援事業というのがあります。これ、やるのは、市町

村事業ですので県が直接行うわけではありません。 

 移動支援事業というのは、屋外での移動が困難な障がい者等について、社

会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移

動支援をするというふうに書かれています。 

 特別支援学校に通う児童・生徒については、通学の利便性を図ることを目

的として、県教育委員会においてスクールバスの配備が進められています。 

 しかし、医療的ケアを必要とする児童・生徒については、スクールバス車
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内での医療的ケアに安全性が担保できない等の理由で保護者の送迎による対

応とされてきた経緯がありまして、昨年度、一般質問の中で、県教育委員会

とはやりとりをさせていただきました。 

 その中で、様々なところとも話をしているし、福祉政策の中にある福祉タ

クシーなどの利用をしていただいているけれども十分ではないんだというよ

うなことも御答弁をいただいたと記憶をしています。 

 そこからどんなふうに検討が進んでいるんですかというのはまた今後委員

会の中で確認させていただきたいと思いますけれども、質問させていただい

た以降今日まで、少し状況に変化が見られます。 

 一つ目は、今年度に入りまして、医療的ケアを必要とするお子さんの保護

者の方々が北勢地域それぞれお住まいの市町に、通学に関して移動支援の要

望を出されるというお話を聞いています。 

 移動支援に関しては市町事業ですけれども、要望を受けた市町が、じゃ、

やりましょうかということには、簡単にはなりません。 

 なぜなら、課題として、そもそも移動支援事業をしている事業所が市町の

中にどれだけあるのかということ、それから、医療的ケアが必要なお子さん

ですから、看護師が同乗しなければいけません。その確保ができるかどうか。

そして、事業費を含め、事業の組立をどんなふうにするのかなどが考えられ

るからです。しかし、保護者の皆さんには強い御希望がおありになる。 

 二つ目は、合理的配慮の考え方です。 

 障害者基本法、障害者差別解消法、あるいは障害者権利条約、それぞれに、

合理的配慮に関する記述、考え方が入っています。そして、来る2016年４月

には、合理的配慮については法的に義務化されると。合理的配慮とは何かと

か、どこまで必要かとか、そういう議論はたくさんありますけれども、考え

方として位置づいていくということは間違いがありません。 

 医療的ケアを必要とする小児を取り巻く医療そのものにも大きな課題はあ

りますけれども、移動支援に限ってやりとりをさせていただきます。 

 移動支援については、昨年も御答弁をいただきましたけれども、特別支援
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学校、県教育委員会だけではなくて、県障がい福祉課が主体的にかかわって

いくことが必要だと思いますし、市町事業であるというふうに任せきりにし

ないで、例えば県がモデル事業を創出して、市町と協働してやってみるなど、

そういう方法を模索すべきではないかというふうに思いますが、県教育委員

会との協働、あるいは健康福祉部として主体的関与をしていくことについて、

当局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

   〔伊藤 隆健康福祉部長登壇〕 

○健康福祉部長（伊藤 隆） 医療的ケアが必要な児童・生徒の通学支援、健

康福祉部のかかわりということで御質問いただきました。 

 医療的ケアが必要な児童・生徒については、そのほとんどが保護者の送迎

により通学されており、保護者の病気や家庭の事情などにより送迎が困難な

ときは、それを補う障がい福祉サービスがないため欠席せざるを得ないとい

う課題があるというふうに承知しております。 

 健康福祉部といたしましては、医療的ケアが必要な児童・生徒の支援を進

めるため、県教育委員会の主催により昨年11月に開催されました情報交換会

に参加いたしまして、進路や移動支援を含めた障がい福祉サービスについて

情報交換するなど、県教育委員会と連携してまいりました。 

 御指摘がございましたように、昨年１月に批准されました障害者権利条約

におきましては、教育についての障がい者の権利が規定される中で、合理的

配慮が提供されること、あるいは効果的な教育を容易にするために必要な支

援を受けることなどが明記されたということでございます。 

 また、来年４月に施行されます障害者差別解消法におきましても、行政機

関等において合理的配慮の提供が法的義務とされたということは御指摘のと

おりでございます。 

 一方、こうした中で、御指摘もございましたけれども、保護者の方が病気

などで送迎できない場合、医療的ケアが必要な児童・生徒の通学をどのよう

に確保していくかという問題につきましては、例えば移動支援事業というこ

とでありましたら、対応できる事業者の確保とか、あるいは費用負担など、
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困難な問題があるというふうに承知いたしております。 

 健康福祉部といたしましては、年内に開催されます予定の今年の情報交換

会、こちらのほうに、移動支援事業を行う福祉事業者などにも呼びかけまし

て、その活用が一つ考えられますために呼びかけまして積極的に参加すると

ともに、必要に応じまして移動支援事業の活用について調査研究するなど、

県教育委員会と連携して取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

   〔12番 小島智子議員登壇〕 

○12番（小島智子） ありがとうございました。 

 ぜひそのお話し合いに御期待を申し上げたいと思いますし、進めばいいな

というふうに思います。 

 滋賀県なんですけれども、平成25年度です、医療的ケア児童生徒通学支援

研究会議というのを設置していまして、県教育委員会、障害福祉課、関係者、

関係機関で調査研究をされていました。 

 中間まとめを経て県が実証研究事業を行うというふうに決められまして、

市町に協力要請をしています。ところが、その後なかなか、やっぱり事業者

がない、看護師が確保されないというような理由から手を挙げる市町が出て

こなくて苦労されているというお話も聞いています。 

 三重県では、重度心身障がい児デイサービス、重度心身障がい者生活介護

を主事業とする、これ、菰野町ですけれども、なちゅらん菰野という施設が

実は間もなく開所します。内覧会は先日終わりまして、たくさんの保護者の

方々を中心として、どういうことをやっていただけるかということで関心を

持ってみえました。 

 なかなか移動支援事業をやっていらっしゃるところでも小児になると難し

い、看護師がいないという実態があろうかと思いますけれども、例えばここ

は、その事業をぜひ将来的にやりたいというふうにお考えでありますけれど

も、市町事業になるかどうか、ならなければ、例えばＮＰＯを立ち上げて、

そちらで対応するということをせざるを得ないわけですので、一つの選択肢

として、このような施設がほかの市町にもあるかもしれませんので、タイ
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アップをしてモデル事業を行うという可能性を探ってみてもいいのではない

かというふうに思っています。 

 ぜひそのお話し合いの中にも、新しく立ち上がるようなこういう事業主さ

んにも御案内をいただきたいと思いますし、何とかやれる方法を、知事、前

におっしゃっていませんでしたっけ、やれない理由ではなくてどうやったら

できるかを考える、このことが、私はまさしく子どもたちの学習権の保障や、

本当に誰もが幸せを感じられる三重県づくりにつながっていくと思いますの

で、ぜひお進めをいただきたいというふうに思っています。 

 北勢地域には、やっぱりＮＩＣＵから直接御家庭に退院をされる、例えば

呼吸器をつけて戻ってみえる、そういうお子さんも実は増えているという統

計も、三重県ではないですが全国的にはもう本当にありまして、在宅小児の

レスパイトを受けていただけるところも少ないですし、学校から戻った後、

家に直接帰るしか方法がない、そういう子どもたちがたくさんいます。やっ

ぱり違う場を保障することというのはその子どもたち当人にとっても大切な

ことだというふうに思いますので、11月の話し合いにぜひ期待をさせていた

だきたいところですので、よろしくお願いをいたします。 

 最後の質問になりますが、防災に対する質問をさせていただきたいと思い

ます。 

 さきの台風17号、18号、本当に予期せぬ結果になったなというふうに思い

ますが、その大きな災害で亡くなられた方々、御冥福を本当にお祈りいたし

ますし、家をなくされた方、あるいはおけがをされた方、心に大きな傷を

負った方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。 

 昨年は伊勢湾台風から55周年でしたが、今年もまた、桑名市の輪中の郷と

いう資料館で写真展のようなものをやられていました。見に行きましたけれ

ども、あの茨城県常総市あたりの、あの本当に一面水につかっている写真と

本当に重なって見えました。 

 ハード対策をしっかり進めることはもちろん大切でありますけれども、い

つ何が起こっても不思議でないというふうに認識をさらに強く持つ必要があ
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ると私自身も思わせていただいたところです。 

 先日、みえ防災・減災センター主催のみえ風水害対策の日シンポジウムと

いうのがいなべ市において行われまして、渡邉危機管理統括監、それから稲

垣防災対策部長もお越しいただいていまして、稲垣防災対策部長については

パネリストでも御参加いただき、その後の締めの御挨拶もいただいたという

ようなところで、どうも本当にありがとうございました。 

 そのときに、広島大学大学院の土田教授がお見えになっていまして、広島

で起きている大きな土砂災害について、どうしてそういうことが起こったか

とか何が足りないかとかいうことについてお話がございました。線状降水帯

という言葉がやっと出てきてという状態なんですけれども、土田教授のお話

の中にも線状降水帯のお話がありました。広島は何回も、結局、線状降水帯

ができて、次々に二、三時間で本当に多くの雨が降るために土砂が崩れると

いうことが起こっているということでありました。 

 警報段階で災害対策本部を立ち上げるということは、三重県にいると当た

り前かなと思っていたんですが、実はそうではなくて、全国的にも珍しい迅

速な対応であるんだということとか、この前のチリで地震があったときに津

波注意報が出たとき、このときも三重県は沿岸の市町がいち早く災害対策本

部を立ち上げていただいた、これ、全国で一番早かったというお話もそのと

きにお伺いをいたしまして、市民、県民の方に知っていただくよい機会と

なったなというふうに思います。 

 そこで、三つ質問をします。 

 一つ目は安否確認についてです。 

 前回、台風17号、18号の災害のときの安否確認について、県と市で情報が

錯綜するということが起こってしまいました。あれだけ大きな災害でしたか

ら、市のほうはきっと本当に大変だったろうと思いますし、県と市のやりと

りがうまくいかなかったのかなとも思いますけれども、県として万が一大き

な災害が起こったとき、どのように安否確認をするのか、情報が錯綜するこ

とはないのかということ、疑問に思われている県民の方は多いと思いますの
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でお答えをください。 

 二つ目は、昨年度、いなべ市、桑名市、東員町、木曽岬町、２市２町で広

域避難訓練を行っていただきました。その訓練から見えてきた課題について、

具体にどう解決されていこうとしているのか。 

 三つ目は、県北部海抜ゼロメートル地帯対策協議会というのが、県、桑名

市、木曽岬町でつくられています。それから、３県１市、愛知県、岐阜県、

三重県、名古屋市で、東海３県１市木曽三川下流流域等における防災対策連

絡会議というのがつくられています。それから、国土交通省中部地方整備局

が主宰する東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会、こういう会もありま

す。それぞれ存在していまして、広域避難、どうするのかということについ

てどうやって整合性を図ろうとされているのか、このことを疑問に思います

のでお答えをいただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

   〔稲垣 司防災対策部長登壇〕 

○防災対策部長（稲垣 司） 答弁の前に、小島議員にはみえ風水害対策の日

シンポジウムへの御参加ありがとうございました。 

 それでは、答弁します。 

 先ほど御紹介いただいたとおり、本県では災害対策本部の立ち上げは大変

早い段階でやっておりますが、場合によっては注意報の段階からも、特に被

害が予想される市町に対して、空振りオーケーというのを合い言葉にして、

緊急派遣チームとして職員を派遣するなど、とにかく市町とともに早目早目

の対応をしております。 

 その後の対応も県と市町で緊密な連携態勢をとりまして、原則２時間置き

に避難の状況や人的被害の状況等々の情報を市町から送っていただいて、と

りに行って、県災害対策本部で集約して、マスコミや県のホームページを通

して県民の皆さんに情報提供すると、そういうシステムでやっております。 

 こうしたシステムの中で、今回、茨城県と常総市でありました、問題とな

りました、行方不明者や、あるいは安否不明者の情報につきましても、本県
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においては県と市町の間の情報共有は図られることになっているというふう

に考えております。 

 しかしながら、こうして被災者の安否情報を共有したとしても、これら全

てを一般の方に情報提供できるかとなりますと、ちょっと個人情報の問題と

いうのもありまして、そこは慎重に取り扱うのかなというふうに思っており

まして、今後は市町とも十分協議をしながら、そうしたルールや仕組みにつ

いて、慎重に、かつ迅速に、検討してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 本県では、災害対策本部の連携態勢に加えて、昨年８月豪雨の教訓を踏ま

えまして、毎年度、いわゆる出水期の前に、５月ごろですけれども、三重県

市町等防災対策会議というのを開催して、県と市町との連絡体制をはじめ、

今年度、こんな感じで災害対応をやっていくという必要事項の確認等をやる

ような仕組みもつくりましたので、そうした場も活用しながら、先ほどの安

否不明者をめぐる情報提供の問題等についても市町としっかり協議しながら

一定のルールをつくってまいりたいというふうに思っております。 

 次に、昨年度の９月の広域避難訓練の課題の検証、具体的な解決はという

ことですけれども、基本的なところで、そもそもバスがスムーズに、あんな

にできるのかというのも含めて、それに対する十分な答えは正直、まだ見つ

かっておりません。 

 今年度も10月に総合防災訓練を行いますけれども、そこはやはり桑名市を

はじめ北勢地域を舞台にしてやるつもりでおりますもので、また昨年度と違

う視点でやらせていただいて、そうしたことを繰り返しながら解決策を見出

していきたいというふうに考えております。 

 ３点目ですけれども、確かに私どもの県北部海抜ゼロメートル地帯対策協

議会ほか、３県１市の取組とか国の取組があるんですけれども、私ども本県

にとって検討の核となるのは、言うまでもなく県北部海抜ゼロメートル地帯

対策協議会です。その中で、いなべ市や東員町の取組も踏まえて、まず県内

の広域避難についての検討を進めていきます。 
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 その過程で、場合によっては、県境を越える避難、これも必要となってき

ます。愛知県も同様だと思います。それにつきましては、愛知県、岐阜県、

名古屋市とで構成します３県１市の会議の中で議論をしていきたいというふ

うにしております。 

 一方、国の協議会、そちらのほうは、民間の関係機関も参画しているかな

り大規模な内容でございまして、取り扱っている内容も私たちから見れば

ちょっと総花的かなというふうに思っておりますので、我々の協議会で検討

する際の参考として扱わせていただきたい、そういうすみ分けをしておりま

す。 

 以上でございます。 

   〔12番 小島智子議員登壇〕 

○12番（小島智子） 部長、時間がない中で申しわけありませんでした。あり

がとうございました。 

 手遅れにならないように、何かあったときには必ず人の命が守られるよう

な防災対策をということをお願い申し上げまして、これで質問を終結します。 

 ありがとうございました。（拍手） 

 

休          憩 

○議長（中村進一） 暫時休憩いたします。 

午後０時１分休憩 

                                    

午後１時１分開議 

 

開          議 

○副議長（中森博文） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○副議長（中森博文） 県政に対する質問を継続いたします。52番 中川正美
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議員。 

   〔52番 中川正美議員登壇・拍手〕 

○52番（中川正美） 伊勢市選出、自民党、中川正美でございます。 

 それでは、質問に入ります。 

 まず最初に、三重県版タイムラインの策定についてであります。 

 三重県では平成27年３月に三重県地域防災計画を改正し、また、４月には

三重県新風水害対策行動計画を策定し、三重県版タイムライン（仮称）を策

定することといたしております。また、（現物を示す）知事の政策集の中に

も宣言してございます。 

 タイムラインにつきましては既に、国土交通省を中心に河川ごとの策定と

試行が進められており、都道府県レベルでは熊本県が運用を開始しています。

また、県内では紀宝町が、紀伊半島大水害の教訓を踏まえ、いち早くタイム

ラインの策定に着手し、本格運用を目指した取組を続けている状況にござい

ます。 

 そこで質問ですが、ハリケーンの被害軽減を目的に考えられたタイムライ

ンについて、なぜ三重県が導入するのか、その意義と導入の効果について、

まずお伺いします。 

 次に、タイムラインは、関係機関の範囲や規定する行動内容、時間軸の設

定等により、県民への影響が大きく異なると考えられます。どのような機関

にまで三重県版のタイムラインの効力が及ぶと考えればよいのか。県だけで

はなく、市町や学校、公共交通機関など、県民により近い活動がタイムライ

ンに含まれることが望ましいと考えます。市町、さらには企業や自主防災組

織などの活動はタイムラインに入らないのか。 

 三重県はどのようなタイムラインの策定を考えているのか。少なくとも市

町へは、三重県版タイムラインの策定に当たり、策定への協力や参画だけで

はなく、市町のタイムライン策定を県として促進すべきではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。 

   〔稲垣 司防災対策部長登壇〕 
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○防災対策部長（稲垣 司） 私どもが策定するとしております三重県版タイ

ムライン（仮称）でございますけれども、これについての御質問をいただき

ましたので答弁します。 

 近年の気象現象は、これまでとはもう随分様相が異なってきております。

現に、昨年８月の広島市の土砂災害を含む平成26年８月豪雨とか、あるいは

先般の関東・東北豪雨など、従来の防災・減災対策では対応し切れないよう

な大規模な風水害、これが全国で発生しております。 

 一方、気象観測技術の進歩によりまして、台風や前線に伴う大雨等は、規

模、進路、到達時間等がある程度予測可能となってきておりまして、最近で

はこれを防災・減災対策に活用する動きが見られるようになってまいりまし

た。 

 アメリカでは、平成17年のハリケーン・カトリーナによる大災害をきっか

けにして、発災前から関係機関が実施すべきことをあらかじめ時系列にプロ

グラム化しておくという、いわゆるタイムライン、この導入を進めまして、

平成24年のハリケーン・サンディの際にはこのタイムラインを活用して人的

被害を最小限にとどめることに成功したことから、我が国においても、先ほ

ども幾つか御紹介がありましたけれども、タイムラインに関心が向けられる

こととなりました。 

 国土交通省では、全国109水系の河川のタイムラインを策定するとともに、

荒川下流域、名古屋駅前地域、首都圏、伊勢湾沿岸の４地域をリーディング

プロジェクトとして位置づけて、タイムライン策定の先行的な取組を進めて

おります。 

 また、これも御紹介がありましたけれども、紀宝町では市町村では全国に

先駆けてタイムラインの策定を始め、既に現実の災害対応において相当の効

果が確認されています。 

 これらの取組成果から、タイムラインを導入して、いつ誰が何をしておく

のか、これを漏れなくチェックして事前対策を講じておくことは、迅速かつ

的確な災害対策活動を展開するために有効であると考えております。 
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 さらに、タイムラインの策定を進める過程において、県庁内の各部署等は

もとより、市町や防災関係機関等との情報共有が進んで相互の役割が明確化

されることも期待できるかと思います。 

 以上、こうした理由により、三重県においてもタイムラインを導入するこ

ととしたところでございます。 

 県では、議員からも御紹介がありましたとおり、平成26年度に三重県地域

防災計画の風水害等対策編を全面的に見直しまして、その中に三重県版タイ

ムライン（仮称）の導入に関する考え方を新たに加えるとともに、その策定

を三重県新風水害対策行動計画の行動項目として位置づけ、平成29年度まで

の策定を目指すことにしました。 

 ただし、ここに掲げた三重県版タイムライン（仮称）の取組主体はあくま

で県災害対策本部及び県地方災害対策部の活動に関係する県庁部局及び地域

機関でありまして、市町や他の防災関係機関は含んではおりません。しかし

ながら、県全体の災害対応力を向上させるためには、言うまでもなく、住民

や観光客等の避難について直接的な権限を有し、より現場に近い立場で防災

対策を担う市町や、また、交通機関等の防災関係機関においても、おのおの

の視点で事前の防災・減災対策を講じることが必要であると考えております。 

 とりわけ、議員も言われましたけれども、市町が地域と密着した内容のタ

イムラインを策定することは大いに有効であると考えておりまして、みえ防

災・減災センターで実施しております市町の防災担当者を対象とした研修会

におきましても、紀宝町のタイムラインの取組をテーマとした講座を昨年度

も行いましたが、今年度も引き続き行うなどして、タイムラインについての

市町への啓発を行っているところでございます。 

 また、今後この三重県版タイムライン（仮称）の策定作業を進めていく中

で、市町や防災関係機関との具体的な調整を行う際にも、これらの機関に対

してもタイムラインの導入については強く働きかけてまいりたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 
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   〔52番 中川正美議員登壇〕 

○52番（中川正美） 御答弁いただきました。ぜひとも三重県版タイムライン

の早期の運用と県内市町へのタイムライン導入の促進をしていただき、三重

県の風水害対策のより一層の強化についてよろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

 また、午前中も話がございましたけれども、台風18号の関連でありますけ

れども、県におかれましては、これによりまして国で激甚災害の検討もして

いるようでございますけれども、これに関しましてどのようなスケジュール

なのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○防災対策部長（稲垣 司） まず、９月25日に、台風15号の局激、市町村ご

との激甚指定、これについての発表が、閣議決定されて発表がございました

けれども、台風18号に関しましては、本激、全国を対象とする指定として見

通し、そういう指定基準に達する見込みとなったということでございますの

で、10月の上旬にはその旨が決定してくるのではないかというふうに思われ

ます。 

   〔52番 中川正美議員登壇〕 

○52番（中川正美） いずれにいたしましても、早期の復旧に向けて全力で取

り組んでいただきたいと思います。 

 続きまして、地域医療構想についてお伺いいたしたいと思います。 

 今、三重県では少子化対策に県を挙げて取り組んでいただいています。一

方で、今後の高齢化に伴い、医療、介護の確保が極めて重要になってくると

考えます。 

 このような中、昨年６月、地域医療介護総合確保推進法が公布され、団塊

の世代が75歳以上のいわゆる後期高齢者となる2025年を見据え、都道府県は

地域医療構想を策定することとなり、県では７月中旬から第１回調整会議を

開催するなど、地域医療構想の策定に着手しているところですが、これには

幾つかの問題があると考えます。既に議論がされました病床の削減等、私か

らも、地域の特性、事情を踏まえ地域医療構想を策定されることを重ねて要
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請申し上げたいと思います。 

 そこで質問でありますけれども、まず１点目ですが、地域医療構想が、病

院完結型の医療から、地域全体で治し支える地域完結型医療への転換、病院

完結型から地域完結型医療への転換の一環であることは理解できるものの、

内閣府の医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会の報告

によりますと、と申しますのは、これは内閣府で示されました病床数の合計

が2025年に１万3300床から１万3700床となっており、現在の一般病床及び療

養病床の合計が１万7300床ということで、２割程度の病床の削減、こういっ

たことが示されたわけでありますけれども、2025年の段階におきまして、介

護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等での対応が追加的に必要となる患者

は、三重県におきましても3300人から3600人程度と推計をされています。 

 私の住む伊勢地域におきましても、熱心に在宅医療を進めている診療所も

ありますが、将来に向けてまだまだ在宅医療の体制整備が必要と聞いており

ます。地域の受け皿が十分でない中では、地域医療構想を実現していくこと

は難しいのではないかと考えます。 

 次、２点目でありますけれども、八つの地域医療構想区域を設置し、きめ

細やかに議論を進めていくことは評価はできるものの、より高度の急性期医

療等、地域医療構想区域の垣根を超えた広域での医療提供体制の議論も必要

ではないかと考えますが、この２点について御答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

   〔佐々木孝治健康福祉部医療対策局長登壇〕 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 地域医療構想の策定に関連いたし

まして、在宅医療体制の整備、そして地域医療構想区域を超える医療のあり

方に関する議論につきまして、県としての見解をお答えいたします。 

 まず、在宅でございますけれども、地域のあるべき医療提供体制を構築す

るための地域医療構想を実現するためには、病床の機能分化・連携だけでな

く、御指摘のとおり在宅医療体制の整備等も重要と考えております。このた

め、現在、各地域で順次開催してございます地域医療構想調整会議の中で、
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この地域における在宅のあり方ということで、地域の関係者から御意見、お

考えを伺っているところでございます。 

 しかしながら、在宅医療の体制が十分でない本県といたしましては、全県

的な体制整備の支援が必要と考えております。このようなことから、現在、

県に設置してございます三重県在宅医療推進懇話会におきまして、在宅医療

体制を構成する要素、これを整理いたしましたフレームワークづくりを進め

ているところでございます。 

 この構成要素といいますのは、具体的に申し上げますと、各地域ごとの在

宅に関連する医療資源の種類、量だけでなくて、具体的ながんとか認知症に

対する症例に対する支援体制のあり方だとか、それから緊急時対応、相談窓

口、患者の情報に関する共有するためのツールの有無、そういったものを確

認させていただきながら、今後もこのフレームワークに基づきまして、十分

でない地域があるとすればそういったところに対しましては、地域医療介護

総合確保基金も活用しながら、市町におけます体制整備を支援してまいりた

いと考えております。 

 続きまして、構想区域を超えた議論でございますけれども、先日の一般質

問で答弁申し上げましたように、我が県は南北に長い地勢を有し、一定規模

の人口が長軸方向に点在している、そういう地勢状況を勘案しながら、より

きめ細やかな議論ができますよう、細かく八つの区域に分けて地域医療構想

調整会議を設置したところでございます。 

 しかしながら、より高度な救急医療や周産期医療といった構想区域を超え

る広域の医療提供体制や、先ほど申し上げましたように全県的な体制整備支

援が必要な在宅医療体制、そして、我が県の課題でございます医療従事者の

確保、こういった事項につきましては、構想区域にとどまらない議論、検討

が必要と考えております。 

 こうしたことから、県といたしましては、県の医療審議会の関係部会、そ

して各種懇話会、検討会におきまして、これらの事項について議論を進めて

いくこととしています。 
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 このように、医療審議会等におけます、より広域にわたる横断的な議論と、

それから、地域医療構想調整会議におけます地域単位の自主的かつきめ細や

かな議論を並行して行いまして、この両者によります重層的な意思形成の過

程、これを構築しながら地域医療構想の実効性を高めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

   〔52番 中川正美議員登壇〕 

○52番（中川正美） 御答弁いただきました。この地域医療構想に関しまして

は、県民の方々全てにとって非常に重要であるとともに、各医療機関におき

ましても今後の経営にもかかわることであると考えられますので、十分に対

応していただきたいと思います。 

 その実現につきましては、今お答えいただきました在宅医療にかかわる体

制整備を含め、今度の新しい基金でありますけれども、地域医療介護総合確

保基金を有効に活用していただくとともに、もう一つ、先般の医療法の改正

によりまして、地域医療連携推進法人制度、これがつくられたわけでありま

すけれども、この制度の活用も視野に入れながら着実に進めていただきたい

と要望いたしたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に、三重県消防庁の創設についてお伺いいたします。 

 今回の伊勢志摩サミットの警察、消防の体制を考えますと、警察は、三重

県警察本部という一つの組織のもとで、指揮命令系統が明確な中で警備体制

が構築されていくものと思います。一方、消防はそのような組織体制にあら

ず、消防組織法により市町村の責任とされており、警察のような組織にはな

らないと承知をしているがゆえに、県内の消防が一体となれない点を大変危

惧するものであります。 

 国におきましては平成18年に消防組織法の改正を行い、消防を広域化して

行財政上の様々なスケールメリットを実現するという考えのもと、いわゆる

消防の広域化の推進を開始し、県におきましてはこれを受け、平成19年度末

に三重県消防広域化推進計画を定め、段階的に広域化を進め、将来的には県



－774－ 

域一つの消防本部とする目標を定められています。 

 しかしながら、全国的には広域化が余り進まないため、国におきましては

平成25年４月に推進方針が見直され、県もそれを受けて推進計画の改定を

行っています。 

 現在の県の推進計画では、広域化の効果やメリットが具体的に期待できる

と予想される地域を優先的に広域化を推進するとしており、三つの地域、五

つの消防本部をその地域として示されています。 

 そういった県の考え方も重要であるとは認識しますが、サミットの開催と

いうこの機会をきっかけに、県域一つの広域化、わかりやすい言葉で言えば

三重県消防庁とか三重県消防本部といった体制づくりに着手してはどうかと

考えますが、県のお考えをお聞きしたいと思います。 

   〔稲垣 司防災対策部長登壇〕 

○防災対策部長（稲垣 司） 三重県消防庁を創設したらどうかという御質問

でございますけれども、平成18年以降の本県の広域化の取組については、先

ほど議員のほうから紹介がございましたとおり、当初県域１ブロックを目指

しながら段階的に進めていたけれども、平成25年の法改正でもって、基準改

正でもって、大幅な見直しをしたんですね。 

 という状況でございますけれども、そうした中で、基本的には私ども、県

内15消防本部を県域１ブロックとするという議員の言われるような考え方に

つきましては、スケールメリットの点からいっても将来的には目指す方向で

あるというふうに認識しております。伊勢志摩サミットの中でも、今、15消

防本部一体となって取り組んでおりますものですから、そうしたものも将来

的には本当に目指すべきだと私も実感しております。 

 その一方で、出動体制や給与面の調整とか、あるいは市町災害対策本部や

消防団との連携といった点におきまして、様々な課題も指摘されております。

また、いざそういうことを推進するとなったときに、県が一気に県域１ブ

ロックの広域化を進めるというのはむしろ、いろんな意味で市町との間にも

無用のハレーションを生むのではないかという危惧もやはりございます。実
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際、全国的にも13の県において、県域１ブロックの消防本部を目指して計画

はしておるんですけれども、いずれも、やはり必ずしも進展はしておりませ

ん。 

 そういう中でございますので、新しい消防の広域化の推進計画にのっとり

まして、県としましては、将来的には県域１ブロックは目指しつつも、やは

り市町や消防本部の実情を十分考慮しながら、消防の広域化については慎重

に推進してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

   〔52番 中川正美議員登壇〕 

○52番（中川正美） 今、御答弁いただいたわけでありますけれども、県の考

え方はわかりました。しかしながら、それを言っておりますとなかなか実現

は難しいと、やはり県のリーダーシップを発揮していただきたいと思います

し、また、全国の事例を示されたわけでありますけれども、東京都におきま

しては既にもう東京消防庁というものをつくっておりまして、これはやはり

最終的にはそういう方向なんだと、こういうことでありますから、ぜひとも

この機会に積極果敢に対応していただきたいと、こんなふうに思わせていた

だきます。 

 それでは、続きまして、地域金融機関に求める役割について御質問申し上

げたいと思います。 

 現在国が進めている地方創生は、本格的な人口減少と地域経済の縮小の悪

循環という危機的な課題を克服するため、東京一極集中に歯どめをかけると

ともに、安心して豊かな生活ができる地域社会の形成、地域社会を担う多様

な人材の確保、地域における就業機会の創出、いわゆるまち、人、仕事を一

体的に推進することであります。 

 三重県におきましては、地方創生の三重県版の総合戦略である三重県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略（仮称）最終案が９月15日に議会に示された

ところでありますが、こうした戦略の実効性を高めていくために、県が実施

をいたします取組とともに、県内中小企業、小規模企業への経営支援、経営
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改善など、地方銀行等が持つノウハウを生かした取組が必要でないかと考え

るところであります。 

 そもそも地域金融機関の役割は、地域の中小企業、小規模企業から資金需

要に応え、そして育てていくことであり、このことからも、地方創生を進め

る上で地方銀行等に求められている役割は非常に大きいと思うところであり

ます。 

 先般、ある新聞でこんな記事がございました。地方で一定の給料を払える

仕事をつくろうとする地方創生の中心課題は、中小企業の経営状態をいかに

よくしていくかであり、金融機関が中小企業の生産性の向上をサポートでき

るかが地方創生につながると考えているということでありました。また、別

のレポートでも、地方銀行には地域の実情に詳しい人材や情報が蓄積してい

ることに加え、地域の資金も集積していることから、地方版総合戦略の実行

への支援に対して大きな期待が寄せられているとの記載もございました。私

も全く同感であります。 

 一方、最近は、地方銀行をはじめとする地域金融機関は全国的に、将来を

見据えた経営基盤の強化などを目的に経営統合や再編の動きが活発化してお

ります。こうした再編の動きもある中、金融機関自体が地域経済、地域社会

の発展に寄与しながら収益を上げていくこと、そして、地方創生を進めるた

め積極的に関与し、モデル事業となる事例を数多く生み出すような取組を行

うことを大変期待しているところであります。 

 全国の地方銀行でも、地方創生への具体的な取組も出てきております。例

えば、行内に地方創生プロジェクトチームを設置し、県と連携協定を締結し、

地方版総合戦略の策定支援を行ったり、独自に県内での創業支援の目標数を

設定し、創業への支援に積極的に取り組んでいる事例もあるとのことであり

ます。 

 こうした動きは県内の地方銀行に出てきております。県内のある銀行では、

地方創生を支援する戦略をつくる役割を担う部署を設置し、来年５月の伊勢

志摩サミットを契機に増加が見込まれる訪日外国人客の対応などのセミナー
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を開催し、取引先である企業の後押しをする動きもあります。 

 そこで御質問いたします。地方創生を進めるため地方銀行に求める役割は

大きいと考えますが、地方において仕事、人の好循環をつくり出すために重

要な中小企業、小規模企業の振興等に関して、県として地方銀行に期待する

役割についてどのように考えているのかお伺いいたします。 

 次に、中小企業の後継者問題についてもお聞きしたいと思います。 

 一方、こうした地方創生の動きが進む中、県内の企業の声に耳を傾けます

と、後継者問題の不安をよくお聞きするところであります。 

 先般、県内のある企業の社長から、金融機関などからの支援を受け、何と

か会社を維持できているが、まだまだ先行きも不透明な部分も多くあるなど

厳しい経済情勢の中、息子に跡を継がせたいという思いはあるが大変な思い

もさせたくない、先日、取引先の会社に自社の面倒を見てもらえないかと相

談に行ったが、資金面での支援は幾らでも検討するが、事業承継など経営面

全体となると厳しいと言われたという話を聞きました。 

 こうした問題がある中、県内企業の減少を防ぐためには、後継者問題や事

業承継とあわせて、新たな創業を生み出す取組も必要となってきます。先ほ

ど、地方銀行が創業への支援に取り組んでいる事例も御紹介させていただき

ましたけれども、こうした後継者問題や事業承継の支援や創業支援について

は、地方銀行をはじめとする金融機関だけではなく、行政が主導して連携し

ながら対策を行っていくことが必要と考えますが、この点についての県の考

え方を聞きたいと思います。 

   〔廣田恵子雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（廣田恵子） ２点御質問いただきました。 

 まず１点目が、地方創生において地域金融機関に求められる役割について

でございます。 

 最終案をお示ししました三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略（仮称）

において、中小企業、小規模企業の振興については、人材の育成確保、販路

開拓の支援、資金供給の円滑化による経営基盤の強化、創業、第二創業の促
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進など、きめ細かな支援に取り組むこととしております。 

 この戦略を進めていくに当たっては、日ごろから中小企業、小規模企業と

接し、地域の実情や企業の業況をよく知る地域の金融機関が果たす役割は大

きく、自らの人材、情報、ネットワーク、地域密着型金融で培ってきたノウ

ハウ、資金等を活用して、地域産業の活性化につなげていただきたいと考え

ております。 

 地域金融機関は、企業のライフステージに応じた円滑な資金供給はもとよ

り、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関として中小企業

の経営分析や事業計画策定の支援をしていただいており、本年からは、議員

からも御紹介がございましたように、県内金融機関において地方創生に関す

る専門組織の設置を進めるとともに、市町や商工会議所との地域経済の活性

化に関する相互連携協定の締結や地方創生セミナーの開催などをしていただ

いているところでございます。そのほか、地方版総合戦略の策定に必要なノ

ウハウや情報の提供など、具体的な取組を既に展開していただいているとこ

ろでございます。 

 また、平成26年４月に施行しました三重県中小企業・小規模企業振興条例

第10条において、金融機関は、中小企業、小規模企業の円滑な資金調達及び

改善に協力する役割とともに、中小企業、小規模企業に対する支援等を通じ、

地域の経済、社会への貢献につなげていくよう努める役割があることを規定

しており、県内５地域において設置しましたみえ中小企業・小規模企業振興

推進協議会において、地域金融機関にも各地域の協議会メンバーとして加

わっていただき、協働して課題解決に向けた取組を推進しているところでご

ざいます。 

 そのほか、県と地方の金融機関と連携した取組としましては、中小企業、

小規模企業の大都市圏や海外への販路開拓を支援する沖縄国際物流ハブを活

用した三重県産品輸出支援事業において、事業の説明会、それから国際食品

商談会の開催などにおいて連携をしておりますし、フードコミュニケーショ

ンプロジェクト推進事業におきましては、個別商談会の実施などを地域金融
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機関と連携して進めているところでございます。 

 それから、９月定例会議におきまして提案しております補正予算、プロ

フェッショナル人材戦略拠点運営事業におきましては、地域金融機関と連携

して、潜在的な成長可能性を持つ企業を発掘し、地域の中小企業が、新事業

や新たな販路の開拓など、攻めの経営や経営改善に取り組むための支援を行

うこととしております。 

 今後も地方創生に向け、中小企業・小規模企業振興条例の基本理念に基づ

き、地域金融機関をはじめ、商工関係団体、高等教育機関等と密接に連携し

た取組を進めてまいります。 

 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業につきましては、９月の定例月

会議で提案しております。失礼いたしました。 

 それから、もう１点、中小企業の後継者問題についての点でございます。 

 中小企業、小規模企業にとって、経営者の高齢化と後継者難は業績悪化や

廃業に直結するものであり、雇用の場を確保していくためにも、後継者の確

保や円滑な事業承継に向けた取組が重要と考えております。 

 これらの課題に対応するため、三重県としてはＭＩＥ戦略経営塾を開催し、

次世代経営者の育成を支援しているところでございます。 

 また、三重県産業支援センターにおいて、国の委託事業を受けて事業引継

ぎ支援センターを設置し、金融機関経験者など専門家による後継者や事業引

き継ぎに関する相談対応など、金融機関等のネットワークを活用しながら取

り組んでいるところでございます。 

 創業支援についてでございます。地域経済のグローバル化や構造変化への

対応、人口減少社会の到来による少子・高齢化や地域の過疎化など、新たな

社会的問題の解決策の一つとして、創業、第二創業支援が必要であると考え

ております。 

 このため、創業間もない県内企業と首都圏大企業とのビジネスマッチング

を実施するとともに、県中小企業融資制度、創業・再挑戦アシスト資金の拡

充、クラウドファンディングに関するセミナー開催に加え、国、県、地域金
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融機関からの拠出によるみえ地域コミュニティ応援ファンドにより、創業者

等を対象とした助成金の交付を行うなど、関係機関等と連携して創業・第二

創業の支援に取り組んでいるところでございます。 

 今後も、地域金融機関、商工団体、三重県産業支援センター、教育機関等

と相互に連携を図りながら、中小企業、小規模企業の後継者問題に取り組ん

でいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔52番 中川正美議員登壇〕 

○52番（中川正美） 御答弁いただきました。 

 先般９月19日の新聞によりますと、国の機関であります金融庁が、全国の

地方銀行が地元経済にどれほど貢献しておるかということを、数値指標を導

入する、こういう方針がされました。 

 県としては三重県内のそういった銀行に対してそういうことは難しいわけ

でありますけれども、いずれにいたしましても、県内の金融機関が地域活性

化ということで、地元のいろんな産業等々により高く、より幅広く積極的に

関与していただきたいと、こんなふうに思わせていただきます。 

 そして、後継者の問題、今、御答弁いただいたわけでありますけれども、

もう一つ大きな課題がございまして、若者の県外流出の問題があるわけです。 

 ちなみに、今年４月の三重県の大学進学者、8076人いらっしゃるんですが、

県内の大学に進学した者は1718人で21.3％、そのほとんどが、80％近くが県

外の大学に行ってみえるわけです。そして、大学を卒業しても、要するに

帰ってくる若者というのはもう３割程度と、こういう現状でありますから、

いろんな問題点があるにしても、やはりそういった若者の定住というんで

しょうか、それが大きな課題であるわけでありますけれども、したがって、

県外流出を抑えるためにも、要するに県内の高等教育機関の魅力向上、また、

充実を図って、県内の高校生にとって進学先の選択肢を増やすことが非常に

重要だと考えますが、中長期的な視点からどのような取組をしたのかお聞き

したいと思います。 
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○戦略企画部長（竹内 望） 若者の県内定着を促進するという非常に大事な

ことだと思っておりまして、県内の高等教育機関が学生を確保する、あるい

は魅力を向上する、充実する、それから、就職を支援する、こういった高等

教育機関の取組を積極的に支援していこうというふうに考えております。 

 具体的には、今年度から県単独の補助金を創設いたしまして、高等教育機

関が取り組まれております学生確保、あるいは県内定着、それから地域貢献、

こういったことに対する高等教育機関の取組を支援するというようなことを

始めておるところでございます。 

 それから、昨年度は、県内13高等教育機関がございますけれども、そこの

長と知事とが意見交換会をしていただきまして、そこで、管内の高等教育機

関と県が連携をして、高等教育機関コンソーシアム三重と、仮称ですけれど

も、これを今年度末には創設しようということで、現在、その中身ですけれ

ども、授業の相互開放であるとか、あるいは共同授業であるとか、あるいは

単位交換、就職支援、中長期的に何ができるかということを、今、具体的に

高等教育機関と検討を進めておるというようなところでございます。 

 加えまして、大学生等を対象といたしまして、県内への定着という一定の

条件のもとで奨学金の返済の減免というふうなことについても来年度予算に

向けて検討を進めておるというふうな状況でございます。 

   〔52番 中川正美議員登壇〕 

○52番（中川正美） 御答弁ありがとうございました。そういう方向で対応し

ていただきたいと思います。 

 続きまして、子ども・子育て支援新制度についてお聞きいたしたいと思い

ます。 

 平成24年８月に成立いたしました子ども・子育て支援法に基づきまして、

本年４月１日からいよいよ、子ども・子育て支援新制度が施行されました。 

 この法律は、現在大きな社会問題となっております少子・高齢化問題を解

消する手段の一つとして制定されたものであります。このうち、質の高い幼

児期の学校教育、保育の総合的な提供を目指して、認定こども園は幼稚園と
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保育所の機能をあわせ持ち、保護者の就労状況やその変化にかかわりなく継

続して利用することができ、さらには地域の子育て支援も行う施設であり、

新制度が目指している子どもを産み育てやすい社会を実現するため、大きな

役割を果たすことが期待されています。 

 しかしながら、５月に内閣府が公表いたしました４月１日現在の認定こど

も園の数についてという資料を見てみますと、全国に認定こども園は前年度

の1360件から倍増して2836件となったのに対しまして、三重県では前年度の

５園から８園に増えるにとどまり、設置数そのものが少ない状況であります。 

 このことは、県内の私立幼稚園関係者などに考えを聞いてみますと、変化

を望まないといいますか、これまでの私学助成による経営を引き続き行いた

い意向も強いようでありますが、また、幼稚園が認定こども園になるには、

認可保育所や保育所機能をあわせ持つ必要があります。幼稚園では３歳から

５歳児の幼児教育を行っており、保護者は基本的には就労しておらず、教育

時間も４時間と短時間ですが、保育所を併設するとなりますと、０歳から２

歳の乳児保育、就労で忙しい保護者への対応、開所時間は原則11時間を求め

られることとなり、人材の確保など、現実的な課題もあると聞いています。 

 そこで質問でありますけれども、県では認定こども園の設置が進んでいな

い状況についてどのように考えているのかお聞きしたい。 

 また、二つ目は、認定こども園の普及につきまして、今後どのように取り

組んでいくのか、お聞かせ願いたい。また、三つ目は、幼稚園が認定こども

園になるには、保育を行うための施設整備、人材確保、保育所など運営に関

するノウハウを必要といたしますが、その支援策はあるのかお伺いいたした

いと思います。 

 よろしくお願いします。 

   〔岡村昌和健康福祉部子ども・家庭局長登壇〕 

○健康福祉部子ども・家庭局長（岡村昌和） 子ども・子育て支援新制度につ

きまして３点ほど御質問をいただきましたので、順次お答えさせていただき

たいと思います。 
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 まず、認定こども園の設置が進んでいない状況をどのように考えるかとい

うことでございますが、新制度に伴います認定こども園への移行に当たりま

しては、運営事業者や市町がその地域における幼児期の学校教育あるいは保

育に対するニーズや将来展望を踏まえ、また、私立幼稚園におきましては建

学の精神なども踏まえた上で、人材確保、開所時間、経営収支など、こう

いった議員も紹介にありました現実的な課題についても様々に検討していた

だきまして、御判断をしていただいたというところでございます。 

 しかしながら、教育、保育の費用、いわゆる公定価格の問題でありますと

か、あるいは利用者負担額の基準などにつきまして国の決定が遅れ、また、

十分な情報が得られないという中で判断をせざるを得なかったということか

ら、全体として様子見というふうな傾向が強くなりまして、本年４月からの

新制度スタート時点におきましては認定こども園への移行が進まなかったと

いうふうに考えているところでございます。 

 続きまして、その設置促進に向けてはどのように取り組んでいくのかとい

うことでございますけれども、一方で、現在の各市町の子ども・子育て支援

事業計画におきましては、平成31年度までの５年間に設置する認定こども園

の数は合計で38園というふうになっておるところでございます。県といたし

ましては、これらも含めまして、今後、認定こども園への移行を検討してい

る事業所に対しまして必要な情報を迅速に提供するとともに、市町と連携し

まして適切な相談対応を行っていきたいと考えております。 

 また、認定こども園の周知、広報に取り組むとともに、各市町におきまし

て認定こども園の利用を希望する方のニーズを的確に把握し、認定こども園

の設置、移行ができるように支援をしてまいりたいと考えております。 

 ３点目でございますけれども、幼稚園が認定こども園に移行するに当たり

ましての支援ということでございます。 

 まず、施設整備についてでございますけれども、幼稚園が認定こども園に

移行するに当たりましては、保育所部分を整備するという場合には、国にお

きまして、保育所等整備交付金などによりまして財源措置が行われていると
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いうところでございます。 

 保育人材の確保につきましては、県が保育士・保育所支援センターに委託

いたしまして、潜在保育士の職場復帰支援研修でありますとか、あるいは就

職ガイダンス、就職フェアを開催するとともに就職相談を行うなど、各事業

者や市町の人材確保を支援しておるところでございます。 

 また、保育所等の運営に関するノウハウの提供につきましても、管理職を

対象といたしました職場改善・トップマネジメント研修を実施することを予

定しておるところでございます。 

 これらはいずれも保育所を支援する制度ではございますけれども、幼稚園

が認定こども園に移行する際にも、こうした事業等を活用して支援を行って

いきたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

   〔52番 中川正美議員登壇〕 

○52番（中川正美） 御答弁いただいたわけでありますけれども、いずれにい

たしましても、今年の４月１日現在、県内の私立幼稚園が認定こども園に

なったのが８園という状況であるわけですね。これは、全国都道府県、沖縄

県から北海道まで全国共通の課題があると思うんです。そういった中で、実

は沖縄県が５園であったわけです。三重県が２番目の８園であったわけです。

そういうことでありますから、言うならば沖縄県に次いで２番目に少なかっ

たと、こういう現況ですよね。 

 今、るる局長からもお話がございましたけれども、三重県がより県内の私

立幼稚園に対して説明がある意味で不十分ではなかったのか、そんなふうな

私は認識をするわけなんですけれども、そのあたりはどう反省といいますか、

検証してみえるのか、お聞きしたいと思うんですが。 

○健康福祉部子ども・家庭局長（岡村昌和） 先ほども御答弁申し上げました

とおり、国のほうの情報の提供が遅れたということもございますけれども、

私どものほうとしても、それをなるべく早くいくというふうなところの部分

についてはある程度考えないといけないところがあったのかなとは思ってお
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りますが、一方で、やはりそれぞれの保育所、幼稚園の方々、事業者の方々

の意向も尊重しながら対応してまいったという部分があると思います。 

 今後はそういったことも踏まえまして、迅速な情報提供、情報収集に努め

まして、ニーズに応じた対応をしていきたいと思っております。 

   〔52番 中川正美議員登壇〕 

○52番（中川正美） この問題、大変難しい問題でありますけれども、私も私

立幼稚園の関係者にお会いしますと、本当に真剣に悩んで苦しんでおりまし

た。それは、園の経営状況はもちろんでありますけれども、子どもたちに

とって何が一番大事かと、どういう選択が必要なのかということで本当に自

問しておってこういう結果になったわけでありますから、よりきめ細かい対

応をお願いいたしたいと思います。 

 それから、こういう形で、認定こども園に移行しなかった、そういった私

立幼稚園もあるわけですね。そうしますと、今後もこういう形で私学助成を

利用して財政支援を引き続き行っていかなきゃならんわけであります。これ

はいつも、毎年私立幼稚園に対して、要するに経常費の助成があるわけです

けれども、本当に県単の部分は少ないんです。これに関しましては知事もよ

く御承知だと思うんですが、財源的なことでありますから、総務部長、どう

お考えになってみえるかお聞きしたいと思います。 

○総務部長（稲垣清文） 私学の助成につきましては非常に県政の運営の中で

も重要な事業の一つであるというふうには認識しておりますけれども、厳し

い財政状況の中で、まずは事業担当部局におきましてしっかりした精査を

行っていただいた上で、やはり全体といたしましてめり張りのつけた事業選

択といいますか、そういった形の中で全体の事業構築をしていただくという

ことになってくるのではないかと思っております。 

 以上でございます。 

   〔52番 中川正美議員登壇〕 

○52番（中川正美） 知事も、子どもは宝であると、こういつも力説しており

ますので、未来への投資ということでぜひとも格段の御理解をいただきたい
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なと、こんなふうに思っております。 

 最後の質問でありますけれども、三重とこわか国体の開催をきっかけとし

たレガシー、これは車の名前ではございません、レガシー、遺産についてお

聞かせ願いたいと思います。 

 レガシーとは、ＩＯＣの憲法とも言えるオリンピック憲章において、オリ

ンピック競技大会のよいレガシーを開催都市並びに開催国に残すことを推進

するとされているところであり、近年、国際オリンピック委員会が最も力を

入れているテーマの一つとなっています。 

 オリンピック、パラリンピックと同様に、今年度開催されております和歌

山国体においても、スポーツの振興やスポーツ環境の整備充実はもちろんの

こと、地方文化の振興やスポーツ人口の拡大など、県政発展に大きなレガ

シーを残せるよう、総力を挙げて取り組まれているということであります。 

 私は、平成33年に三重県で開催する国体につきましても、施設整備など有

形のものから人づくりなど無形のものまで、幅広い分野でレガシーを築いて

いくことが重要だと考えています。 

 平成32年に開催されます東京オリンピック・パラリンピックにおきまして

は、世界最大級のスポーツの祭典として、スポーツ・健康、文化・教育、街

づくり・持続可能性、経済・テクノロジー、復興・オールジャパン・世界へ

の発信を５本柱に、東京都では新たな発展や質的向上などレガシーを築くこ

とを目指して、アクション＆レガシープランの策定準備が進められていると

聞いております。 

 平成33年、ここ三重県で開催されます三重とこわか国体についても、この

大会の開催をきっかけに、スポーツの振興はもちろんのこと、スポーツを通

じた人づくり、地域の活性化につなげ、後世に残る三重らしいレガシーを築

いていただきたいと思いますが、知事はどのようにお考えなのかお伺いいた

したいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 三重とこわか国体の開催をきっかけとしました、有形、
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無形のレガシーの構築について御質問いただきました。 

 平成33年の国民体育大会は、昭和50年のみえ国体以来、実に46年ぶりの開

催となります。前回の大会では、多くの方の献身的な御尽力により、選手育

成の基盤となる競技団体がさらに成熟するなど、数多くの競技において普及

振興が一層進むこととなり、今日の本県におけるスポーツの基盤となってお

ります。 

 三重とこわか国体においても、国体の開催を一過性のものにしないという

考えのもと、開催基本構想の策定に取り組んでいるところであります。この

開催基本構想の素案の中で、国体開催を契機として、多くの子どもたちが国

体の競技を間近に見ることでスポーツに興味や関心を持つようになる取組や、

活躍した選手がやがて指導者として成果を上げるなど、選手が次世代の選手

を育てていくといった好循環を目指す取組、さらにはスポーツを通じた地域

活性化につながるような取組などを盛り込んでおります。 

 このように、三重とこわか国体開催を通じた取組や得られた経験を次世代

に引き継ぎ地域に根づかせていくことで、スポーツによる元気な三重づくり

を目指していきたいと考えております。 

 前回の昭和50年のみえ国体との違いといえば、先ほど議員からもありまし

たように、前年にオリンピックがあったり、インターハイや全国中学校体育

大会という大きな流れが集中的にあるということや、あるいは、近年の障が

い者スポーツの注目度、これも前回と違うと思いますし、我が国全体のス

ポーツの世界的なレベル、これも違ってきていると思います。加えて、県政

においてはスポーツというものを政策に置きまして、スポーツ推進条例も制

定したということも前回と違うというふうに思っております。 

 したがいまして、先ほど申し上げたようなことに加えて、競技力の向上や

子どもの体力向上、また、キャンプ地誘致などの国際交流や誘客による地域

活性化の推進、これも国体とあわせてそういう地域活性化の推進、それから、

障がい者スポーツの発展、こういうことも含めて、有形、無形のレガシーを

残していけるように全力で取り組んでいきたいと思います。 
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   〔52番 中川正美議員登壇〕 

○52番（中川正美） ぜひともすばらしいレガシーを築いていただきたいと、

こんなふうに思います。 

 そこで、若干時間が残っておりますので、１点だけ要望といいますか、御

質問申し上げたいと思います。 

 知事の政策集「みえ『開花』宣言。」の中で、「三重県の豊かな文化の振

興」という項の中に、平成29年に、かつてプロ野球で頑張った沢村栄治の生

誕100年ということで、沢村栄治生誕100周年記念企画、これに取り組みます

よ、こう書いてあるわけなんですが、私も伊勢なんですけれども、本当に10

代でアメリカのベーブ・ルースと対戦して立派な成績を挙げたと、そして、

その後、巨人軍に入って、現在の沢村賞なるものがあって、まさに僕は、レ

ガシーの一つかなと、こんなふうに思っておるわけなんですが、まだまだ平

成29年ということで先がありますけれども、私はやはり、こういったすばら

しい方々がいらっしゃったという中でも、特に沢村栄治、平成29年に向かっ

ていろんな対応を考えてみえると思うんですが、そういった、書いてござい

ますので、知事の御所見でもあればお聞かせ願いたいと思います。 

○知事（鈴木英敬） 先般の倉田山の野球場の改装に伴って巨人―阪神戦の

オープン戦をやった、それによって沢村さんのところも来ていただいて非常

に盛り上がったということもありましたので、平成29年においてそういう取

組をしたいと思っておりまして、再選させていただいた後に、現在のスポー

ツ推進局、あるいは関係する企業の皆さんに具体的に検討を進めるように既

にお願いをしておるところでありますので、これから平成29年に向かって具

体化を進めていきたいというふうに思っております。 

   〔52番 中川正美議員登壇〕 

○52番（中川正美） 大いに期待して終わります。ありがとうございました。

（拍手） 

○副議長（中森博文） １番 芳野正英議員。 

   〔１番 芳野正英議員登壇・拍手〕 
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○１番（芳野正英） 四日市市選出、新政みえの芳野正英でございます。 

 この伝統ある三重県議会で、初めて一般質問をさせていただきます。 

 柄にもなくちょっと緊張しておりまして、落ちつくまでちょっとそごがあ

りましたらまたお許しをいただきたいなというふうに思います。 

 私ごとですけれども、今日９月30日というのは私の41歳の誕生日でござい

まして。 

   〔「おめでとうございます」と呼ぶ者あり〕 

○１番（芳野正英） ありがとうございます。 

 誕生日に一般質問をさせていただくということで、まずは、生み育ててい

ただいた両親と家族、それから、今日も傍聴席にもおりますし、テレビの前

にもいらっしゃると思いますが、支援をしていただいた皆様、そして、日程

変更によりまして質問をかわっていただきました田中智也議員をはじめとす

る新政みえの皆さんに感謝を申し上げて、一般質問を進めたいと思います。 

 まずは、みえ県民力ビジョン・第二次行動計画（仮称）についてお伺いを

したいというふうに思います。 

 知事はこの定例月会議の冒頭に、みえ県民力ビジョン・第二次行動計画

（仮称）中間案についての知事提案説明において、新しい豊かさについて発

言をしておられます。 

 その中で、「幸福実感日本一を目指す上で、精神的な豊かさや経済的な豊

かさに、もう一つ、社会のシステムやつながりの豊かさを加えた三つの豊か

さに着目し、政策を推進していく必要があると考えています。」と述べられ

ています。 

 さらに、社会のシステムやつながりの豊かさとは、例えば社会のセーフ

ティネットや人と人のきずな、地域のネットワークなどの豊かさだというふ

うにも示しておられます。 

 私もこの考え方には共感をするものでありますけれども、この説明をもう

少し詳しく説明していただけないかなというのが冒頭の質問でございます。 

 特にこうした考え方というのは、これまで１期目の４年間ですとか、知事
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の選挙のときの政策集、先ほど中川議員の質問でもありましたけれども、

「みえ『開花』宣言。」、ここにはエッセンスはありますけれども、こうし

た文書での表記というのはありませんので、どのようなきっかけで、特に三

つ目の豊かさというのを加えようと思ったのか、まずこれをお聞きしたいと

いうふうに思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） まずは、誕生日おめでとうございます。私も１カ月前に

41歳になりました。同い年でございますので、ともに頑張りましょう。 

 新しい豊かさの考え方について、これに至った経緯や思いなどについて答

弁をさせていただきたいと思います。 

 私は４年前の知事就任時の最初の知事提案説明におきまして、これからの

三重県には果たすべき二つの重大な役割があると申し上げました。一つは日

本経済をリードすることであり、もう一つは新しい豊かさの実現です。 

 右肩上がりの成長が望めなくなるこれからの成熟社会においては、地域経

営のあり方として、ＧＤＰなどの経済的な尺度だけでなく、例えば個人の幸

せや生活の質的な面にも着目した新しい豊かさを目指す視点が重要になって

くると考えました。 

 そして、衣食住だけでなくいろんな豊かさを抱えている三重は、新しい豊

かさを実現する潜在的な力を秘めており、三重こそが新しい豊かさのモデル

にふさわしく、その役割を率先して果たしていかなければならないとの強い

思いがありました。 

 これは、私自身が他県に長く住んでいたからこそ、三重県に長く住んでお

られる方、県民の皆様は当たり前と思っている部分があるかもしれませんけ

れども、そういう潜在的な力を持っていると私は強く思っております。 

 こうした思いから、みえ県民力ビジョンの中で新しい豊かさの考え方を打

ち出したのですが、第一次の行動計画では新しい豊かさを政策につなげてい

くところまで具体化させることができず、自分の中では大きな宿題となって

いました。 
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 ２期目を迎え、国内景気は回復の動きも一部では見られますけれども、県

内の中小企業、小規模企業には、いまだ景気回復の実感が伴っていません。

本格的な人口減少社会の到来を迎え、地域の活力の低下や担い手不足が懸念

されています。 

 県民生活の現実に照らせば、命や暮らしに関する、安心、共生、優しさの

視点が一層重要になっています。 

 これまで、県政運営の基本姿勢として現場重視を掲げ、自らもあらゆる機

会を通して現場に足を運び、県民の皆さんの日々の暮らしぶりを肌で感じて

まいりました。 

 その中で、例えば、１人で働いて子どもを育てており、収入が十分でない

上に仕事も休めず、子どもにもつらい思いをさせている、職場でキャリアを

積んでいるが、病気の親を預かってくれる施設が見つからず、介護で仕事を

やめなければならない、通院や買い物に利用できる公共交通機関がなく、今

は車を使っているが、高齢であり将来を考えると大変不安、こうしたたくさ

んの切実な声をいただきました。 

 日々の暮らしの中で不安や問題を抱え、夢や希望を持つこと自体が難しい

方には夢や希望が持てるよう、また、夢や希望の実現に向けてチャレンジし

ている方にはその努力が報われるよう、必要なサポートが得られることの大

切さを改めて感じているところであります。 

 第二次行動計画では、こうした課題を解決し、幸福実感日本一の三重を実

現するため、我が国の歴史の中で、その時々の豊かさを追い求める舞台の中

心にあって、多様な資源を活用し豊かさを創造してきた三重のＤＮＡを生か

し、三重だからこそ実現できる新しい豊かさに向けてチャレンジしていくこ

ととしました。 

 豊かさといえば、これまでは精神的な豊かさと経済的な豊かさの二つで語

られることが多かったと思います。精神的な豊かさは、例えば自己実現や生

きがい、安心などにより得られるもので、経済的な豊かさは、ＧＤＰや所得

などに代表され、人々の暮らしを安定させる、いわばベースとなる豊かさです。 
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 そして、成熟社会においては、もう一つベースとなる豊かさとして、社会

のシステムやつながりの豊かさというものがあると考えています。 

 例えば、社会のセーフティネットとしての社会保障制度や地域における相

互扶助の活動があります。また、様々なきずなやつながり、ネットワーク、

ＮＰＯやボランティアの活動なども含まれます。個人がその能力を高め、自

己実現を図るための機会としての教育やスポーツ、文化も重要です。 

 そして、こうした活動や環境を支える、地域をよくするために主体的に行

動する人々、アクティブ・シチズンの存在そのものがとても大切だと考えま

す。 

 これらはいわば、個人が社会に参画し、持てる能力を発揮しながら、より

生き生きと暮らすことを可能にする社会の様々なシステムやつながり、活動

であります。 

 こういうものは、これまで積極的に、豊かさ、豊かかどうかの尺度として

捉えられてこなかったと思いますが、精神的な豊かさを得る上でも欠かせな

い大切なものだと考えています。 

 精神的な豊かさは内面的なものであって、県民の皆さんの幸福実感と密接

にかかわっています。 

 一方、経済的な豊かさと社会のシステムやつながりの豊かさは社会全体と

しての豊かさであり、精神的な豊かさを支えるベースとなるものです。 

 この三つの豊かさ全てを追求することで享受できる豊かさこそが、時代の

分水嶺の先の新しい豊かさだと考えます。新しい豊かさにより、県民の皆さ

んが夢や希望を持ち、アクティブ・シチズンとして生き生きと活動できるよ

うになり、その活動が原動力となって地域の活力や魅力が向上するとともに、

地域への愛着や誇りが一層強まり、さらに次の世代につながるというよい循

環が地域に生まれ、県民の皆さんの幸福実感が高まっていくと考えています。 

 第二次行動計画においては、こうした地域社会の姿を目指し、社会全体の

安全・安心のシステムの充実や自己実現の後押しなど、新しい豊かさの五つ

の視点に基づいて施策を展開していくことで、人口が減少する中でも、地域
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が持続的に活性化し、県民の皆さんが夢や希望を持って幸福を感じながら暮

らすことができ、そして、そのことが次世代にも引き継がれていくようにし

たいと考えており、全力で取り組んでまいります。 

 以上です。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） ありがとうございます。 

 １点確認をさせていただきたいんですけれども、よく知事は県民との協創

という単語を使われていますけれども、ここの先ほど御説明いただいた部分

でも、やはり今、現在の状況を鑑みますと、三重県も限られた資源の中で先

ほど申されたようないろんな課題を解決していかなければならないと、その

ためには、やはり県が主導するだけではなくて、県民の皆さんと協創するこ

とによってそういった課題の解決を図っていくと。 

 つまり、今回新しくできた三つ目の豊かさというのは、これまでもおっ

しゃっていた協創の取組を進める、ここがリンクをしているということを確

認させていただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○知事（鈴木英敬） まさにおっしゃるとおりでリンクをしていると考えてい

ます。協働ではなくて協創というのを最初みえ県民力ビジョンに入れたのは、

協働というのは、いわば役割分担で範囲を決める、ここは官、ここは民がや

るんだけれども、それを一緒にやりましょうと、そこまで、アウトプットの

段階までしか問うていなくて、協創というのはさらに、それに成果を、何か、

例えば新しい豊かさをともにつくり出していくというアウトプットまでコ

ミットした概念が協創でありまして、そういう意味では、社会のシステムや

つながりの豊かさというのはまさに協創とリンクして、協創から生み出され

てくる、そういう豊かさであるというふうに考えております。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） ありがとうございます。 

 まさに私が思っていた部分のすり合わせをさせていただいたんですが、そ

のとおりだということなので、その上で、同じように知事提案説明において
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も知事は、行財政改革の取組の説明で、これまでの県庁内部を中心とした変

革から、県民との協創の取組の推進や、現場重視で県民の皆様に成果を届け

るための取組の推進といった、県民の皆様とともに進める県政運営の変革に

重点を置いた取組を推進するというふうに述べられておりますので、その方

向性は確かにしっかりとしてあるんだなというふうに思います。その体制づ

くりを進めるということで、この素案の中にも書かれております。 

 これ、私も全員協議会の中で質問させていただいて、ここに取組を進めま

すというふうには書いてありますが、じゃ、どういった体制でそれを推進し

ていくのかというところの質問をさせていただきましたが、今ちょうど庁内

でも調整中ということで、今年度中に明らかにしていきたいというふうな答

弁をいただきましたが、知事のこれほどの思い入れのある協創という取組で

あったりとか豊かさにつながっていく部分であるのならば、私はこの推進体

制というのを、例えば協創づくり推進本部ですとか、そういった全庁横断的

に目くばせできるような推進体制をつくるべきではないのかなというふうに

思いますが、その点のお考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。 

   〔稲垣清文総務部長登壇〕 

○総務部長（稲垣清文） 協創の取組についてでございますけれども、県民の

皆さんとの協創の取組の促進におきましては、その取組方向として様々な主

体の行う公を担う活動を結びつけまして、活動の輪を広げるための県民力の

拡大支援でありますとか、県民の皆さんが主体として活躍できる場が増える

ように県の事業のあり方を見直す県民力発揮支援につながるような、具体的

な取組を年度内に策定していきたいというふうに考えておるわけでございま

す。 

 この具体的な取組の検討の中で、当然のことながら議員御懸念の推進体制

のあり方についても、今後しっかりと適切に検討していきたいというように

考えておるわけでございます。 

 以上でございます。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 
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○１番（芳野正英） ありがとうございます。 

 なかなか具体的にずばっとわかるような答弁ではなかったので今後の期待

を待つことにしたいと思いますし、引き続き私自身としても、問題点という

か、関心を持って見ていきたいというふうに思います。 

 今日は知事からも、新しい豊かさの考え方、協創との考え、私も同じよう

な考え、価値観を持っておりますので、これが行政的な文書にあるだけじゃ

なくて、もう実効的な取組になるように願って確認をしていきたいというふ

うに思います。 

 なぜそれを思うかというと、今の現状の県の組織のあり方の中で、こう

いった協創の取組ですとか庁内横断的な取組の中で、方向性を一緒にして課

題解決に向かっていくということが果たして本当にできているのかという課

題を持って、私、今日はおりますので、質問をさせていただきました。 

 具体的に、次はちょっとその具体例を使って、今の現状どうなっているの

か、ちょっとお聞きしたいんですけれども、通告では、子どもの貧困と、そ

れから、困難を有する子ども、若者への支援策、それから不登校対策、こう

いった面において、各部局でそれぞれ取組をされていると思うんですが、そ

れに関する役割分担、そして、今、現状どうなっているかというのを、特に

子どもの貧困対策ですと、今、計画をつくっていただいていると思いますの

で、そういったところにどういうふうに盛り込まれているのかをお聞かせい

ただきたいというふうに思います。 

   〔岡村昌和健康福祉部子ども・家庭局長登壇〕 

○健康福祉部子ども・家庭局長（岡村昌和） それでは、私のほうから、子ど

もの貧困対策、それとあわせて、困難を有する子ども、若者への支援の関係

につきましても御質問いただきましたので、お答えさせていただきたいと思

います。 

 まず、子どもの貧困対策につきましては、昨年度策定いたしました「希望

がかなうみえ 子どもスマイルプラン」の重点的な取組の一つとして位置づ

けまして、みえ子どもスマイルプラン推進本部会議などを通じまして、各部
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局が連携して対策を進めているというところでございます。 

 今年度は、これを着実かつ継続的に実行するために、議員も御指摘があり

ましたとおり、三重県子どもの貧困対策計画、仮称でございますけれども、

この策定を進めておるところでございまして、計画の策定に当たりましては、

庁内関係部局担当者で構成いたします庁内ワーキンググループ会議を設置し

まして、関係部局が連携して実務的な検討を行っているというところでござ

います。 

 また、子どもの貧困対策に取り組む上では、市町や関係団体との連携も非

常に重要かなと考えておりますので、福祉の相談現場を担い、支援が必要な

人に一番身近な存在であります市町の声も聞きながら計画の策定を進め、市

町や関係団体と連携して取組を進めていきたいというふうに考えております。 

 続いて、ひきこもりでありますとか若年無業者など、社会生活を営む上で

困難を有する子ども、若者への支援についてということでございます。 

 これらの方々に対する支援につきましては、例えば不登校状態にある子ど

もの学校卒業後でありますとか、あるいは高校中退後の支援が途切れると

いったようなことがありまして、必ずしも継続的な支援とはなっていないの

ではないかというような課題を認識しております。 

 ということもありますので、こうした方々に対しましてはきめ細かく途切

れのない支援を行うということが重要と考えておりまして、教育、就労、福

祉、精神保健など、多分野での連携が重要であるというふうに考えておりま

す。 

 このため、本県といたしましては、市町教育委員会等の担当者であります

とか、活動いただいています団体、個人から成る青少年育成市町民会議に対

しまして、取組を進めるように働きかけを行っております。 

 また、支援を行っていただいていますＮＰＯ等の団体の状況把握にも努め

ておりまして、今後、市町の担当部署を訪問いたしまして、これらの情報提

供を行いながら連携体制づくりを促進していきたいと考えております。 

 また、そのほか、県全体の連携体制づくりというのも必要かなというよう
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に考えておりますので、県教育委員会のほか、国の関係機関や支援団体等と

取組方法について検討を進めていきたいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

   〔山口千代己教育長登壇〕 

○教育長（山口千代己） 子どもの貧困対策や不登校対策における他の機関と

の連携について、県教育委員会の現状と今後の取組について御答弁申し上げ

ます。 

 本県の公立小・中学校における平成26年度の不登校児童・生徒数は1903人

で、平成25年度と比較して78人増加しています。 

 県教育委員会では、不登校児童・生徒への支援として、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーの積極的な活用により、児童・生徒の心

理的、福祉的な課題の解決を行うとともに、貧困等、経済的な支援が必要な

場合には福祉関係機関との連携を働きかけています。また、市町教育委員会

が設置する教育支援センター、あるいは適応指導教室と呼んでおりますが、

そこに教職員を派遣し、学校に通学することが困難な状況にある児童・生徒

への支援を行っております。 

 また、一方で、民間施設等へ通う児童・生徒がいることから、県教育委員

会では、フリースクール等民間施設と連携している市町教育委員会に対しま

して補助事業を行い、子どもたちの体験活動等についても支援を行っており

ます。 

 また、不登校の子どもたちへの途切れのない支援を目指して、フリース

クールなど民間施設や不登校にかかわる各関係機関などが協働して設立いた

しましたみえ不登校支援ネットワークに県教育委員会も参画し、情報交換や、

あるいは、本年は11月３日にアスト津アストホールで開かれますみえ不登校

フォーラムなどを通じて連携を図っているところでございます。 

 今後でございますが、まずは、国におきましては教育再生実行会議第五次

提言を踏まえ、フリースクールなどで学ぶ子どもたちへの支援策の検討も始

められていると聞いております。 
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 県教育委員会といたしましても、その動向を注視しつつ、一人ひとりの子

どもたちが生き生きと輝くことができるよう、社会の様々なシステムやつな

がりを大切にし、各関係機関やフリースクールなど民間施設との連携の充実

を図ってまいります。 

 以上でございます。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） 御答弁ありがとうございます。 

 貧困対策に関しても子どもスマイルプラン推進本部会議で議論をしていた

だいておるということでありますし、不登校の問題に対しても不登校のネッ

トワークを使っていろいろ議論をしているというところであります。 

 御指摘いただいたように、例えば高校で不登校になっていた生徒なんかも、

高校に在籍している間は県教育委員会のフォローが受けられるわけですけれ

ども、中退をしてしまいますと、もしくは卒業した後というのは、県教育委

員会のそういうフォローから外れていってしまうと。そこにうまく、子ど

も・家庭局であるとか、担当の部署に中退者の情報が入ってきてフォローが

できるのか、それがなければなかなかネットワークというのは機能していか

ないのかなというふうに思います。 

 特に、あとは適応指導教室に関しても、これは各市町の適応指導教室なん

かは、市によっては非常に劣悪というか、古い建物でいまだにその適応指導

教室をやっていて、どこか新しい場所をというような課題も抱えていたりし

ます。 

 そういった課題についての、やっぱりしっかりきめ細かい支援をしていた

だければなというふうに思うんですけれども。 

 ちょうど、ちょっとこれ、子どもの貧困等々の話から外れるんですが、実

は昨日、別のネットワーク会議、私、ちょっと傍聴させていただきました。

四日市市地域の障害保健福祉圏域自立支援協議会という障がい者の対策の

ネットワークを使った協議会の傍聴をさせていただきました。 

 大丈夫です。質問しないので、廣田雇用経済部長、大丈夫ですよ。 
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 これ、例えばハローワークですとか、それから、各市町の障がい関係、そ

れから勤労関係の部署が入っていただいたりとか、就労移行支援事業所とか、

それから障がいを持ったお子さんの保護者とか、それから四日市障害者就

業・生活支援センター、四日市地域はプラウといいますが、この障害者就

業・生活支援センターが司会進行でネットワークをやりながら、会議をしな

がら、みえ障がい者共生社会づくりプランの中にある障がい者の一般就労の

数をどうやって上げていくのかというのを課題として上げて検討する会議で

した。 

 久しぶりにこれはだめな会議やなというのをまざまざと感じさせていただ

きました。これ、主催は障害者就業・生活支援センターがやっています。県

の方も、ちょっと遅れてなんですけど来られました。 

 それで、まさにこれは、障がい者の就労という、ここの一つのセーフティ

ネットだと思うんですけれども、そこをしていこうというネットワークの会

議が、司会者から促されても意見が出てこない。司会者のほうから今回３年

後を目指して障がい者の一般就労を倍にしていきましょうというような提案

をするんですが、それに対してもどなたも発言をされない。 

 この場所には、昨日の会議で初めて、Ａ型の事業所も初めて呼ばれて、三

泗地域のＡ型事業所が全部、欠席された事業所もありましたが、来ていた。

ここまで関係者がそろっていたネットワークの会議で全く会議が進まない。

促されて促されて発言をされていく。 

 何でこういう状況が起こるのかなとずっと僕もいらいらしながら聞いてい

た２時間の会議でしたけれども、県の方はちょっと１時間ぐらい遅れてみえ

たんですけど、終始発言がなかった。 

 これ、県が今進めようとしている障がい者の一般就労の数を増やそうとい

うこれは、県のやっぱりミッションなんですよね。そのときに、担当者から

一言もなくて、障害者就業・生活支援センターがどれだけ増やしましょうと

言っても、Ａ型の事業所や就労移行事業所は今の目の前の業務をやるだけな

ので大変なわけですよね。一般就労を増やしましょうと言ってもＡ型の方に
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とってみるとそれはちょっと私らでは無理ですわと突き返されているという

ような状況なんですね。 

 その県の方が遅れてみえたのは、僕はしようがないと思うし、仕事もあっ

たと思うんですが、やっぱり僕は、こういうときに県の担当者の方はその会

議を仕切るぐらいの熱弁を振るっていただいて、この関係者の皆さんに県の

ミッションをやっぱり伝えるべきなのかなと、そういうパッションが感じな

かったんです。 

 子ども・家庭局長にちょっとお聞きしたいんですけど、例えばこの子ども

スマイルプラン推進本部会議があるときに、子ども・家庭局長はもう、まさ

にこの三重県の貧困家庭、１人でも救っていきたいという、そういう強い

ミッションとパッションを持ってこの会議に臨まれているのか。そして、庁

内でも職員の皆さんに、貧困対策についての打ち合わせ会議があるときに、

それをしっかりと、ミッションを伝えていますかという、ちょっとこれ、通

告にないんですけど、ちょっとまずお聞きしたいなと思うんですけど、どう

ですか。 

○健康福祉部子ども・家庭局長（岡村昌和） 私どもの所管します会議に内部

の会議もありますし、有識者のいろんな外部の来ていただく会議もあります

けれども、なるべく私はそういった思いで、特に外部の会議の場合は挨拶等

でお話しさせていただくことも多いんですけれども、それにつきましてもか

なり自分の思いを伝えながらやっているつもりでございますし、また、参加

者の方につきましても、なるべく多くの方が数多く発言していただくような

形で会議の運営をしながら、会議が活性化するような形で取り組ませていた

だいていると思っております。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） ちょっと思いを込めて質問をしてしまったのでふわっと

したやりとりになってしまったんですけど、やっぱり、例えば先ほどの不登

校にしてもそうなんですけど、1903人の不登校の方がいると、これをやっぱ

り１人でも減らしていくんだという、そこの会議に集まっている皆さんが２
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時間なら２時間、しっかりと課題解決をするためにやっていくんだという強

い思いをやっぱりこういった会議で発言して臨んでいただかないと、幾ら

ネットワークをやっていきますというふうな体制をつくっていきますという

話をしても、やっぱり進んでいかないのかなというふうに思いますので、今

後、また私もふらっと、いろいろ聞かせていただいたこのネットワークの会

議に、傍聴もさせていただこうと思いますけれども、先ほど子ども・家庭局

長からそういう御答弁をいただいたので、しっかりとそこはやっていただい

ているんだろうなというふうに思いをいたしますので、これ、引き続きこの

問題は追いかけていきたいなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願

いをします。 

 それでは、ちょっと時間がないので、先、進ませていただいて、クラウド

ファンディングの活用について質問をさせていただきたいなというふうに思

います。 

 これも、冒頭にお聞きした協創の取組、まさにこのクラウドファンディン

グについては協創の取組がやっぱりかかわってくるのかなというふうに思い

ますので、その点をまたお聞きしたいと思います。 

 まず、その前に、会場やテレビの皆さんもクラウドファンディングという

のは何なのかというのがわからない方もいるので、ちょっと簡潔に説明をし

たいと思います。 

 ちょうど昨年の、また、この一般質問の場で中西前議員も質問されていま

したので重複になるとは思いますが、簡単に説明をさせていただきますと、

群衆というのを意味するクラウドと資金調達を意味するファンディングの造

語ということでありまして、インターネットを利用して事業に賛同した不特

定多数の人から小口のお金を集めるというのがこの取組であります。 

 午前中に小島議員のほうから質問があったＳＩＢ、ソーシャル・インパク

ト・ボンド、これも、これの取組の中にクラウドファンディングを入れ込ん

でいくこともできると思うんですけれども、どちらかというとソーシャル・

インパクト・ボンドは行政がやっていこうとする行政主体の取組だと思いま
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すが、クラウドファンディングはどちらかというとＮＰＯとか社会活動をし

ている団体が主で寄附金を集めることへの支援ということを私はお聞きした

いなというふうに思います。 

 ＮＰＯをはじめとする社会活動をする団体というのを、最近総じて、ＣＳＯ、

シビル・ソサエティー・オーガナイゼーションというふうにいいます。日本

語に訳すと市民社会組織といいますのでちょっとそういう名前で言わせてい

ただきますが、そのＣＳＯ、そういう社会活動をする団体への支援にこのク

ラウドファンディングが使えないかということで質問させていただきたいと

いうふうに思います。 

 先ほども指摘をした行財政改革の取組でも、県民力拡大支援ですとか県民

力発揮支援を県はやっていくというふうに話をさせていただいていますので、

その一環として取り組んでいただけないかということであります。 

 その前に、まず他県の事例を少し紹介させていただきますけれども、（パ

ネルを示す）これ、佐賀県のホームページにあります。お手元の資料をごら

んいただければと思うんですけれども、この「さがＣＳＯポータル」、上に

もありますね、ＣＳＯ、市民社会組織活動というふうに書いてありますが、

佐賀県はＣＳＯポータルというふうな、ＣＳＯ団体を支援するサイトを立ち

上げておりまして、その中にネットでの寄附も受け付けています。 

 これはそれぞれ、こういうＮＰＯ法人森林をつくろうとか、各いろんな

ＣＳＯの推進機構ですとか各ＮＰＯ法人、これをクリックするとそのサイト

の寄附ページに飛んでいって寄附を受け入れるというふうな紹介のページに

なっています。 

 それぞれ、このチャリティ・プラットフォームとか、これは、それぞれの

そういう寄附を集めるプラットホームにするサイトがさらに立ち上がってき

ていますので、ＮＰＯはそのプラットホームになるホームページにアップを

することはもうしているんです。 

 三重県の中でもこれはしているんですが、こういった県のホームページの

中にクラウドファンディングとして一つまとめていくことができないかとい
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うことでありますし、佐賀県はさらに進んで、（パネルを示す）これは

ちょっと字が細かくなりますけど、「ふるさとチョイス」という、これもプ

ラットホームのホームページでありますけれども、ふるさと納税をするサイ

トでありますけれども、そのふるさと納税を支援するサイトの中にこういう

ＮＰＯ支援のページもありまして、ふるさと納税をして、物品を、産品をも

らうというやり方もありますが、産品はもらえないんだけどミッションに対

してお金を払いましょうという寄附のページもつくっております。右隅には

佐賀県のＮＰＯの取組を書いてありますけれども、こういった形でお金を集

めることで、そのうちの手数料を抜いた分をＮＰＯに渡して支援をするとい

うような、佐賀県、取組をしておりますけれども、三重県も同じようにとい

うか、こういった形の取組ができないのかなというふうに思います。 

 かといって、ＮＰＯもたくさんありますし、いろんな活動している団体が

ありますので、全てに対して支援をしていくというのはなかなか難しいと思

いますので、その中で、公を担う活動の一部をやっているＮＰＯ、例えば動

物愛護の取組をやっているＮＰＯですとか、子育て支援ですとか、先ほど知

事も幾つか課題を言っていました買い物難民支援ですとか、地域包括ケアシ

ステム、これを地域で取り組んでいるような団体、犯罪被害者支援をしてい

る団体、難病支援、先ほど佐賀県の事例は難病支援でしたが、こういう公の

担う活動の一部を取り組んでいるＮＰＯで、そのＮＰＯの認知度のアップや

信用力を高めることになるのであれば、県が県のサイトで、そこを誘導口と

してこういった寄附を集めていくということも必要なのではないかというふ

うに思いますが、こうしたＣＳＯに対するクラウドファンディングの取組を

県は今どのように考えておられるのかお聞かせください。 

   〔髙沖芳寿環境生活部長登壇〕 

○環境生活部長（髙沖芳寿） 私のほうからは、ＮＰＯの資金調達につきまし

て、クラウドファンディングを活用できるように県としても支援をという、

その立場から答えさせていただきます。 

 県内の特定非営利活動法人、ＮＰＯ法人ですけれども、８月末現在ですけ
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れども、698法人がありまして、徐々に増えてきている状況にございます。 

 しかしながら、その多くは財政基盤が非常に弱いということで、資金調達

が法人運営上の大きな課題の一つという認識はしっかりと持っております。 

 こうした課題解決に少しでも役立てるということで、専門講師を招きまし

て、ＮＰＯ法人等を対象としたＮＰＯグレードアップセミナーというのを、

平成25年度からでございますけれども開催しております。みえ県民交流セン

ター、アスト津にございますけれども、そこで開催をしております。 

 このセミナーは、ＮＰＯ法人に関する制度改正や様々な資金調達の方法等、

ニーズに応じたテーマを設定して行っておるわけでございまして、本年度も

既に９月から３回にわたってこのセミナーを開催しております。 

 もう既に２回開催をいたしまして、「ＮＰＯの資金調達を考える」という、

トータルではそういう題でございまして、まず１回目はクラウドファンディ

ングの内容で、そのノウハウ、あるいはその具体的な活用事例等を紹介いた

しました。さらに、２回目、助成金、３回目については融資をテーマにして、

２回は開催をいたしまして、３回目は10月に融資をテーマとして、いずれも

資金調達に関する内容で開催をすることといたしております。 

 直接御質問ではないんですけれども、今回、中小企業信用保険法も改正を

されまして、地域貢献をしている一定のＮＰＯ法人、これに対しては、中小

企業と同じように、信用保証制度、これを10月１日から利用できるようにな

るということで、ＮＰＯ法人への融資、これについては促進されるというよ

うな環境整備ができました。 

 先日、８月ですけれども、金融機関の職員を対象にしました勉強会を、雇

用経済部や関係機関と連携しながら開催いたしました。 

 今後も引き続き、ＮＰＯ法人、これの運営基盤の強化、それから資金調達

につきましては、課題解決ということで役立てていただきたいということで、

ＮＰＯを取り巻くトレンドを把握してニーズに応じた効果的なセミナーを開

催するとともに、関係機関、団体等と連携しながら必要な情報提供等に努め

たい。 
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 それで、全体として、県として、ＮＰＯ等を、先ほど市民社会組織という

言葉を使われましたけれども、その全体に対して、ＮＰＯを含めてどういう

支援ができるかについては、関係部局と連携して県が取り組むべきことにつ

いてはしっかりと取り組んでいくように検討したいと思っておりますので、

今後しっかり検討したいということでございます。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） ありがとうございます。 

 先ほどの中川議員の質問のときも、廣田雇用経済部長は中小企業向けには

クラウドファンディングのセミナーをしているということで、ＮＰＯに対し

ても、これはそのセミナー等々で、資金調達の一つの方策として恐らくクラ

ウドファンディングがあるよということは多分そのセミナーの中ではされて

いるのかなというふうに思いますけれども、既にこうした先行事例として取

り組んでいる自治体、都道府県もありますのでぜひここは進めていきたいと

いうふうに思っているんですが、先ほどのソーシャル・インパクト・ボンド

では知事は積極的に研究をしているということでありましたけれども、ここ

と、さっきも言ったように連携ができる、連携ができる部分もありますので、

このクラウドファンディングについて、先ほどの環境生活部長の答弁では前

進しているのか前進していないのかちょっとよくわからないので、この辺、

ちょっと知事からの思いも聞かせていただけますでしょうか。 

○知事（鈴木英敬） クラウドファンディングは大分事例も増えてきましたの

で、その事例をしっかり研究して活用していただけるようにしたいと思って

います。 

 ＣＳＯ、あるいはＮＰＯ、私もすごいやんかトークとかで主体的に頑張っ

ていただいている皆さんの熱い思いを聞いていますので、そういうのを肌で

感じているところであります。 

 一方で、ＮＰＯやＣＳＯは、行政に手とり足とりいろいろやってもらって

ではなくて独立性があるところにやっぱりその立場や意味というのもあると

思いますから、何でもかんでも手とり足とりというのではなくて、こういう
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活用事例があるよ、あるいは、人材育成、こうですね、あるいは環境づくり

はこんなことができますよというようなことの積極的な情報とかかわり、特

に、平成26年度だったと思いますけど、大体700ぐらいＮＰＯがあるんです

が、環境生活部に全部回ってこいと。700ぐらいだったら全部回れるから全

部回ってこいと。当然住所不定みたいのもありましたけれども、基本的に全

部アプローチして、その結果、「『新しい公共』のヒント集」といういろん

な活動を書いたやつをやりましたので、県としてはそういう、こっちからも、

アウトリーチじゃないですけど、どんどんどんどん積極的に働きかけて関係

づくりをしていく中で、技術的支援とか専門的な支援をしながら、彼らの独

立性とかを守っていきながら、公共で役割を果たしてもらう、そんなことの

一環としてクラウドファンディングを研究してやっていきたいと思います。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） ありがとうございます。 

 確かに、私も実はＮＰＯ法人の理事をやっていますし、もともと市議会議

員になる前はそういうＮＰＯ活動も結構積極的に、市議会議員になった後も

ですけれども、やっています。 

 その中で皆さんは、お金ない、お金ないと、こういうのは行政で何とかな

らんやろうかとよく相談を受けます、私も。そのときに、何でもかんでもす

ぐにお願いに行ったりとか、補助金をつけてくれというような依頼の仕方と

いうのはやっぱりよくないのかな。知事のおっしゃるように協創ということ

を考えると、ＣＳＯの側も自分たちでは何ができるのかということは考えて

いかなきゃいけないのかな。 

 その中で私は、おっしゃるようなクラウドファンディングの、佐賀県のよ

うにホームページ上に掲載してもらうとか、プラットホームのところで県と

一緒に出していくということぐらいは協創なんじゃないのかなというふうに

は思います。 

 多分、ちょっとその辺は若干、知事との温度差があるのかな、向いている

方向は一緒だけれども、どこまでの支援かという部分ではちょっと差がある
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なというふうには感じさせてもらいました。 

 なるべくこれを進めていただきたいなというふうに思いますし、なぜかと

いうと、先ほどの佐賀県の事例もそうなんですけれども、県がこういうＣＳＯ

団体に対して支援をしているということで、まるで企業のＣＳＩのように、

この県は本当に協創の部分を一緒になってやっているんだというのを県外に

も発信ができるという一つの方策なんじゃないのかなというところと、やっ

ぱりクラウドファンディングというのは、群衆、大衆、多くの皆さんから小

口のお金を集めるということなんですが、寄附をしていただく市民の皆さん

はそのＮＰＯに寄附をすることで地域課題を考えてもらうということにつな

がるんだろうなというふうに思います。 

 先ほど示させていただいた佐賀県のところ、（パネルを示す）難病のやつ

なんかも、実はちょっと、これ、ホームページをちょっと切り取っちゃった

んですけど、下に寄附した方のコメントがあるんです。そうすると、１型の

糖尿病、こういう難病があるのを知りませんでしたと、この寄附をきっかけ

にこういうことを知ることができましたというような、いろんな応援コメン

トが入っていたりするんですね。 

 そうすると、そういったものに支援している県というよさ、ＣＳＩ的な県

の発信力にもなると思いますし、寄附をしていただいた方には地域の課題を

間近に触れてもらえて、自分でも2000円、3000円の寄附でそういった支援が

できるというよさ、そして、寄附を受ける団体はもちろんそれで自己資金が

持てると。 

 先ほど環境生活部長の答弁では、信用保証、確かに広がってきていますけ

ど、信用保証ですので、やっぱりあくまで借金ですので、自己資金としての

クラウドファンディングによった寄附が得られることで団体も進めていける

ということで、三方得かなというふうには思っておりますので、ぜひ進めて

いただきたいなということをお願いして、最後の質問に移らせていただきた

いというふうに思います。 

 今までは豊かさですとか協創の部分をお話しさせていただきましたが、少
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しちょっと観点が変わりまして、国家機関の地方移転ということで質問をさ

せていただきたいなというふうに思いますけれども、ちょうどこの９月にも

締め切られた、国からの国家機関の移転の部分でございますけれども、三重

県としては、目玉、新聞に載っているのは気象庁の移転ということを出され

ています。それ以外にもたくさん出していただいていますが、まず、その気

象庁に関しては、一部機関というふうに報道もされていますので、大体その

気象庁の中にあるどういった機関の誘致を提案したのかというちょっと詳細

を教えていただきたいのと、これはなかなか、今、新聞報道によりますと、

中央官庁も抵抗がもう早速に見られているようでありますが、私はこれはぜ

ひ進めるべきことなんだなというふうに思っていますので、もし、この先ど

うなるかわかりませんが、その見通しと、それから、もし第２次、第３次と

こういった地方機関の移転がある場合、今回いろいろ各市町にも、この国家

機関の地方移転について要望があった場合も、各市町も突然のことでなかな

か準備もなくて自分たちで用地も探してというので、なかなか最適な部分が、

100％の回答ができなかったというふうに四日市市なんかも言っていますけ

れども、第２次、第３次があれば、こういった部分を引き続き提案していき

たいと思っている市町もあるでしょうし、そういった部分に対して知事とし

てもどういうふうな発信をしていかれるのか、さらには、全国知事会も国に

対して要望を引き続きされているということではありますが、どういった形

でその要望をしていくおつもりか、国に対して、この点をお聞かせいただき

たいというふうに思います。 

   〔竹内 望戦略企画部長登壇〕 

○戦略企画部長（竹内 望） 政府機関の移転に関して御質問をいただきまし

た。 

 国のほうでは、過度の東京一極集中を是正する、地方における仕事と人の

好循環の促進、こういったことを目的に、政府関係機関の地方移転について、

道府県等から提案を募集したということでございます。 

 本県につきましては、今回の募集に際しまして、現在注力している政策の
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より一層の推進、あるいは、本県が抱えます課題の解決につなげる、こう

いった趣旨で、今回、気象庁、それから、独立行政法人国際観光振興機構

（ＪＮＴＯ）など、九つの機関の誘致を提案させていただきました。 

 このうち気象庁につきましては、現在、本県で様々なインフラの整備、更

新、あるいは、みえ防災・減災センターを活用した地域防災力の向上、こう

いったことを産学官で進めているということで、気象庁の移転によりまして、

本県が気象や様々な災害に対する観測・研究拠点となることを目指して提案

をしたということでございます。 

 気象庁につきましては、国におけます危機管理等の観点から、首相官邸等

に緊急参集する必要のある部門及び火山に対応する部門、こういったものを

除いて、一括して移転をしてほしいというふうに申し上げております。 

 今回、市町と一緒にやらせてもらったんですけれども、九つの機関の誘致

の提案に当たりまして市町の意向を確認させていただいて、誘致の意向を示

していただきました七つの市と、移転によります地域への効果、あるいは誘

致する機関の機能の確保、こういった観点から一緒になって検討を進めてま

いりました。 

 あわせて、受け入れのための整備条件でございます誘致先の予定地、ある

いは施設、あるいは職員の居住環境の確保、こういったことについて、国へ

の提案に向けて、県と市が一体となって検討し取りまとめてまいりました。 

 今後の方針ですけれども、国におきましては、提案している各団体、ある

いは関係する政府の機関等からヒアリングを実施する、あるいは、有識者会

議が設置されておりますので、そこでの意見聴取を行った上で、本年度末ま

でには基本方針を定めるというふうな予定でございます。 

 本県といたしましては、関係する七つの市と連携いたしまして、様々な機

会、方法を活用して、本県への移転の狙い、あるいは目的、あるいは効果、

国にとってのメリット、こういったこともしっかりアピールをして、提案の

内容の実現に努めていきたいというふうに思っております。 

 それから、再び募集という話もいただきました。政府関係機関のこの地方
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移転につきましては、今後も今回１回で終わることなく、国の戦略として継

続してぜひ検討してほしいということで、全国知事会等を通じまして国へ提

言をしているところなんですけれども、来年度以降、再び募集が行われるよ

うな状況があれば、もしそういう状況があればより多くの市町から御提案を

いただけますように、県としては市町と情報共有、あるいは調整を図ってい

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） ありがとうございます。 

 気象庁については、危機管理部門と火山の調査部門を除く部門ということ

は、何％というのはわかりませんが、かなりの部分をそうすると気象庁とし

て、してもらったというふうに捉えていいのかなというのをまた後でちょっ

と確認させていただきたいのと、全国知事会のほうで要望していただいてお

る部分で、これは毎年全国知事会の会議もあると思うんですが、継続的に要

望をしていっていただきたいなというふうに思うんですが、その点、まず、

それと気象庁の部分だけちょっと教えていただけますでしょうか。その確認

ですけれども。 

○戦略企画部長（竹内 望） 気象庁の組織全体の中で、まず本庁の部分につ

きまして、今回いわゆる危機管理対応を除くという形でお願いをしているん

ですけれども、気象庁自体は、総務部、予報部、観測部、地震火山部、それ

から地球環境・海洋部という五つの部がございます。 

 実は気象庁へ行って、私もいろいろお話をしたんですけれども、どこの部

分がいわゆる危機管理部門なんだということは、気象庁としてはいわゆる全

てが危機管理部門なんだというふうなお話をいただきまして、明確にそれを

切り分けるというのは非常に難しいというふうな中でお話をさせてきていた

だいたところでございます。 

 したがって、何％が云々というのは非常に難しいのかなというふうには

思っております。 
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 以上です。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） なかなかこの辺は各省庁としても難しいのかなというふ

うに思いますが、せっかく手を挙げて、国としても肝いりの政策であります

ので、より少しでも多くの省庁についての移転を希望していただきたいと思

いますし、知事においては毎年の全国知事会において、この地方への移転を

ぜひ実現をしていただきたいなというふうに思います。 

 一度、非公式の場でもありましたけどＪＯＧＭＥＣの、ぜひ四日市市へ誘

致をしてほしいと、私も市議会のときから、メタンハイドレードの活用、開

発については力を入れていきたいなというふうに思っていました。 

 今回は志摩市が手を挙げていただいたのでちょっと半分うれしいぐらいか

なと思っていますが、志摩市と四日市市という両方ともできるのかなとも思

いますので、この点、全国知事会のほうで毎年要望していくという部分につ

いての点について所見をいただきたいというふうに思います。 

○知事（鈴木英敬） まず、今回提案した九つについては、１個でも一部でも

多く実現できるように、これから働きかけをしていきたいと思います。 

 一方で、先ほど芳野議員も幾つか触れていただきましたけれども、国の各

省庁の対応、けしからん部分が結構ありました。極めて消極的。我々がヒア

リングで呼ばれて、事務的に行って、そしたら、移転費用の百数十億円、あ

んたたち、出してくださいとか、そんなひどいことを言ってきたりとか、○

○庁と連携しないといけないからうちだけ行けないんですわとか、相当ひど

い、我々も、ほんまにこれ、できるのかなと、全部、１回目、ふたをあけた

らゼロと違うかというような、うちだけじゃなくて全県、全国がそうなって

いるんじゃないかというふうに思っていますので、そもそものやり方から、

次の２回目、３回目というときには、同じやり方じゃなくて、もっと国も腹

を据えて、俺らはやると、こういうパッケージで、全部の機関は対象には、

できやんけれども、この２割のこのパッケージだけは絶対にどこかの地へ移

すぐらいの国の覚悟も問いながら、その提言の仕方そのものも含めて、次回
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以降もあるように、しかし今回も、１個でも一部でもとれるようにしっかり

頑張っていきたいと思います。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） ありがとうございます。強いリーダーシップを持って

やっていただきたいというふうに思います。 

 多分、官邸のほうでは地方移転を進めたいという思いがありながら、やは

り担当する省庁においては、多分そこは消極的にならざるを得ないのかなと

いう構造が透けて見えますけれども、これは中央省庁にお勤めの経験のある

知事はぜひそこの突破力を期待していきたいなというふうに思います。 

 今日はちょっと私も初めての質問で早口にもなってしまいましたし、

ちょっと突っ込み不足なところもあると思います。もう少し時間配分を考え

てやればよかったかなと思うんですけれども、特に今日、私が実はこういう

質問を選ばせていただいたのも、一番初めの質問であります。 

 私自身が地方議員としてやっていく上でやはり、知事も現場目線というこ

とをおっしゃっていましたけれども、現場目線でしっかりと行政と県民をつ

なぐ、その間を、我々地方議員は行政と県民のそれぞれのかすがいのような

形でつないでいくのが我々の役割かなというふうに思いますし、地方分権に

関しては、やはり地方創生の話もありますが、地方分権にはまだまだ果てし

ない道ではありますが、一歩でもそれを近づけていく、この二つが、私自身

が市議会議員、そして今、県議会議員としてやっている中での本分だなとい

うふうに思っておりますので、そのことを表明するために質問をさせていた

だきました。 

 県の職員の皆さんにはぜひ、ネットワークのところでお話をさせていただ

いた、よくミッションとパッションとアクションだというふうに言いますけ

れども、ミッションを持って、ネットワークの、昨日、私が出たような会議

で、一言も、県の職員、話をしないというような寂しいことではなくて、

しっかりと主導していくような職員の皆さんに、なっていただくと言うのも

おこがましいのであれなんですけれども、そういった意識を忘れずに仕事に
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取り組んでいただきたいということを最後にお願いしまして、少し時間が余

りましたけれども、私の質問とさせていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（中森博文） 本日の質問に対し、関連質問の通告が２件あります。 

 小島智子議員の質問に対する関連質問の通告がありますので、これを許し

ます。８番 稲森稔尚議員。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） 皆さん、お疲れさまです。 

 それでは、通告に従いまして関連質問を始めさせていただきたいと思いま

す。伊賀市選出、草の根運動みえの稲森稔尚です。 

 今日の小島議員の、多様性をさらに強みにということでＬＧＢＴについて

御質問されました。この一般質問をぶち壊しにならないように精いっぱい質

問させていただきたいと思いますので、御答弁、よろしくお願いいたします。 

 ＬＧＢＴと教科書について、それから、ＬＧＢＴと自殺対策についてとい

うことで２点お伺いをいたします。 

 ＬＧＢＴ、性的少数者である、学校現場の対応については、文部科学省が

今年４月、性同一性障がいをはじめとする性別違和や性的指向など、多様な

性のあり方についてきめ細かな対応を求める通知を全国都道府県の教育委員

会に出しているところです。 

 また、三重県におきましても、教職員向けの研修ですとか様々な人権教育

の中で、性の多様性について理解を深める取組が行われているということで

あります。 

 その上で、現在、県内の学校の保健体育の授業で取り扱われております教

科書とＬＧＢＴの子どもたちへの対応についてお伺いをしたいと思います。 

 さきの一般質問でもお話もしましたし、小島議員からもありましたけれど

も、ＬＧＢＴは電通ダイバシティ・ラボの調査では7.6％いらっしゃるとい

う調査結果がある中ではあるんですけれども、その存在が見えにくく社会的

な理解が進んでいないことが課題であるというふうに思っています。 
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 特に自らの性別や性的指向に周囲との違和感を覚える小学校の高学年や中

学校での対応によっては、安心して学校生活を送れるかどうか、自らの自尊

感情を傷つけることがないか、これは、ひいては命の問題にもつながりかね

ないというふうに思っています。 

 具体的に、保健体育の教科書、どういうふうになっているかということな

んですけれども、特に思春期における心や体の変化について次のような記述

があります。二つの出版社の教科書の抜粋したところを御紹介するんですけ

れども、一つ目が、これ、中学校で使われている教科書なんですけれども、

異性に関心を持ち、好きだと思う気持ちは、心を豊かにしたり、毎日を生き

生きと過ごす活力を与えてくれたりする面があります、異性とよい関係を築

くためには、男子と女子とでは性に対する考え方や行動が異なることをお互

いに十分理解することが大切ですとあります。別の教科書には、思春期にな

ると心の面でも変化が起こってきます、自分が異性からどのように見られて

いるか、異性の目が気になったり、性についても様々なことを知りたくなっ

てきます、また、異性とふれあいたいなど、異性への関心も高まってきます

というふうにあります。 

 このように、性的少数者に関する記述は一切ないというのが現状です。多

くがそうであったとしても、少数者の方が存在しないかのように断定してし

まう、この授業をもし性的マイノリティーの子どもたちが受けたとしたら、

教室の中でどういう心情、どんな気持ちになると教育長はお考えでしょうか。

教育長の御所見を伺いたいと思います。 

○教育長（山口千代己） 議員から、中学、高校の保健体育の教科書には、性

に関する内容として、異性の尊重、心と体のかかわりなどの記載があるけれ

ども、ＬＧＢＴに関する記載はありませんという話もございました。 

 一方で、男女必修である高校家庭の一部の教科書には、性のあり方は個人

によって様々であり、それを受け入れ、友達と語り合うことが重要であるな

どの記載や、高校公民の現代社会の一部の教科書においても、性同一障がい

者や同性愛者への偏見や差別は根強いなどの記載がございます。 
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 そこで、議員からの提案のございました保健体育の教科書におけるＬＧＢＴ

の取り扱いにつきましては、本年４月30日に文部科学省から性同一障がいに

係る対応についての通知が発出されたことを契機といたしまして、文部科学

省が主催いたします全国学校体育担当指導主事研究協議会など様々なレベル

におきまして、国の教科調査官に、本県の現状とか課題、あるいはＬＧＢＴ

の子どもたちのための施策を何とか教科書にも盛り込めないかということに

ついて意見を申し述べるなど、粘り強く働きかけてまいりたいと思います。 

 いずれにいたしましても、一人ひとりの子どもたちが個性があるというこ

とを基本に据えてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） わかりました。 

 午前中、小島議員からも少しあったんですけれども、やはりこの保健体育

の教科書は少しおかしいよねという声が学校の先生方とか実際に当事者の方

からもありまして、その教科書にチェックをして訂正版をつくろうという動

きがありまして、実は昨日、その先生の方からファクスを送っていただいた

んですけれども、（紙を示す）例えば体つき一つとっても、全ての男性が

がっちりして大きくなったり、女性が丸みを帯びてということなんですけれ

ども、男性であっても小柄な人もいれば、ホルモンのバランスとかでいろん

な治療をされている方もいるよとか、そういういろんな性の多様性があるん

だよという、こういう注釈を入れた授業を実際にやられたと、多気郡のほう

でもやられたというふうにも聞いています。 

 実際に、教科書にも間違っていることがあるんだよ、正しくないことがあ

るんだよということを子どもたちと一緒に学び合って、いろんな性のあり方

があるんだよというふうな学びを実際にやられたというふうにも聞いていま

す。 

 こういう取組をぜひ皆さんで共有していっていただいて、ぜひ教科書や学

習指導要領の中の見直しがやはり必要だと思いますので、その辺、しっかり
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と取り組んでいただきたいと思います。 

 それから、自殺対策なんですけれども、県内の自殺の傾向ですとか状況、

それから、ＬＧＢＴと自殺の関係についてどういうふうに捉えているか、答

弁を求めます。 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 三重県の自殺者数でございますけ

れども、毎年350人前後で推移している中で近年は減少傾向にございまして、

平成26年は310名となってございます。 

 その内訳でございますけれども、50歳代を中心とした高齢者に多いという

ことがあります。また、原因・動機別では健康問題が圧倒的に多く、中でも

鬱病等の精神的な健康問題が一番多くなってございます。 

 なお、ＬＧＢＴを含めた性的マイノリティーの把握は行っておりませんが、

相談事業を県で行っている中で、年に数件程度、御相談があるというふうに

伺っております。 

 以上でございます。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） ＬＧＢＴの自殺の傾向とか、一般的に言われていること、

御存じですか。どうでしょうか。 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） ＬＧＢＴの方は一般の方に比べて

自殺の傾向が高いというようなデータがとられていることは承知しておりま

す。 

 以上でございます。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） 宝塚大学の日高先生という方の調査では、これは男性の

ＬＧＢＴの方について調査をしたら、自殺率は６倍という、そういう調査結

果もあるということを踏まえて、これは社会全体で解決をしていかなければ

いけない、自殺というのは社会的な要因が積み重なっているという前提でお

話をしたいんですけれども、県の計画にも、自殺対策の行動計画の中にも取

組として、若年層、中高年、高齢者を世代別の取組として設定されておりま
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すけれども、やはりこの中に、国の自殺総合対策大綱、2012年に見直された

中でも重点項目の中に、ＬＧＢＴはじめ、ひきこもりや児童虐待や、いろん

な重点項目、盛り込まれていますので、こういったことを盛り込んでいただ

きたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） ＬＧＢＴを含みます性的マイノリ

ティーにつきまして個別の取組は行っておりませんが、県の自殺対策事業の

中で、先ほど申し上げました相談事業等、取組をしていきたいと思います。 

 個別に取り上げるかどうかは別としまして、今後、全庁的に関係部局とも

連携しながら、この方策については検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） 終わります。ありがとうございました。 

○副議長（中森博文） 次に、芳野正英議員の質問に対する関連質問の通告が

ありますので、これを許します。25番 杉本熊野議員。 

   〔25番 杉本熊野議員登壇〕 

○25番（杉本熊野） お疲れのところ、よろしくお願いいたします。新政みえ、

津市選出の杉本熊野です。 

 芳野議員の質問に関連いたしまして、三重県子どもの貧困対策計画（仮

称）について質問をさせていただきます。 

 昨年の９月定例月会議で取り上げさせていただき、計画をつくるという御

答弁を知事のほうからいただき、私、３月の質疑でも、特に計画を進めるに

当たっては、経済的な貧困は子どもたちから何を奪うのかということについ

てもぜひ実態調査をする中で明らかにしてほしいと、子どもの貧困とは何か

について御検討をということをお願いさせていただきました。 

 そのことが、今回、今、策定を進めていただいておりますので、どういう

状況にあるのかということと、計画策定に当たっては実態調査をぜひやって

いただきたいと。その実態調査については、いろんな部局にわたるので連携

をして進めていただきたいということを要望させていただいたところです。 
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 それで、実態調査における他部局との連携についてお伺いをしたいと思い

ます。 

○健康福祉部子ども・家庭局長（岡村昌和） 実態調査につきましては、子ど

もの貧困につきましては見えにくくわかりにくいということから、一律のア

ンケート調査のような統計的な調査ということではなしに、かなり細かく踏

み込んだ把握が必要であるということで、聞き取り調査を中心に実施させて

いただきました。 

 その中では、事例としては35事例調査させていただきましたけれども、福

祉関係機関でありますとか、あるいは医療機関、または学校といったような

ところも非常に関係してまいりますので、そういった機関に対しまして聞き

取り調査を１件当たり１時間半ぐらい時間をかけて調査をしたところでござ

います。 

   〔25番 杉本熊野議員登壇〕 

○25番（杉本熊野） 貧困の捉え方についての御答弁がありません。 

○健康福祉部子ども・家庭局長（岡村昌和） 失礼しました。 

 貧困の捉え方でございますけれども、貧困の捉え方は非常に様々な考えが

ありまして、非常に難しかったところではございます。 

 内部的な議論もあり、また、外部の方からも意見を聞きながら整理をして

きたところではございますが、貧困の捉え方としては、今の時点では、経済

的困難に起因して発生する様々な課題、これは、具体的には、病気や発達の

遅れ、自尊感情や意欲の喪失、学力不振、問題行動や非行、社会的な孤立、

進学機会の喪失などを子どもが抱えている状況ということを貧困ということ

で捉えまして、三重県子どもの貧困対策計画（仮称）骨子案の中に整理させ

ていただいているというところでございます。 

   〔25番 杉本熊野議員登壇〕 

○25番（杉本熊野） 貧困の捉え方については事例を聞き取りながら、丁寧に

拾い上げていっていただいたなというふうに思っています。 

 でも、やっぱりその中身を見ると、福祉だけでは無理というか、こういっ
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た状況があらわれてくるのは学校であったり、保育所であったり、幼稚園で

あったり、そういうところでその状況を把握することができる。だからこそ、

教育施策大綱では学校をプラットホームとした子どもの貧困対策の展開とい

うところが大きく位置づけられているんだろうと思います。 

 なので、私はこの子ども貧困対策は部局間の連携が非常に重要だと思いま

すし、やっているという御説明を先ほどの芳野議員の御答弁でもあったんで

すけれども、私は不十分だというふうに思っております。 

 例えば、先ほど不登校の事例を挙げていただきました。1903人、高校は

917人、約3000人不登校がありますけれども、先日９月11日に三重県の調査

結果、いただきました。けれども、この不登校の調査結果に貧困との関連を

考察しているところはありません。依然として、不安定な情緒的混乱、無気

力、親子関係などが不登校のきっかけの上位に上がっています。貧困という

文言はありません。 

 もとが文部科学省の調査であるということは、私、十分わかっているんで

すが、子どもの貧困を議論している今だからこそ、やっぱり貧困について触

れてほしかった。三重県の不登校の調査結果はそのことに触れてほしかった。 

 というのは、貧困と不登校の関連性というのはいろんなところで指摘をさ

れているところですので、ほかのところも、ほかの項目も指摘をされている

ところですので、やっぱりそういったところが連携の中でこれからもっと進

めていただきたいなというふうに思っているところです。 

 県教育委員会だけではなくて、関係機関、医療を挙げていただきましたけ

れども、もっと様々なところとの連携をお願いしたいと思っています。 

 チャイルドラインが先日、2014年度の年次報告を出していただきました。

（冊子を示す）それを見ましたら、やっぱりチャイルドラインの年次報告に、

子どもたちは貧困ですなどとは明言しません、しかし、会話から推測すると

き、そこにつながっていく課題を拾い出すことが多くなったと感じています

という報告になっています。 

 具体的な事例も書いてあります。今日は時間がないので紹介しませんけれ
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ども、その中で、チャイルドラインは、こどもほっとダイヤルは、電話相談

なので聞くだけしかできやん、でも、聞いていて、やっぱり今この瞬間に身

を寄せ、安らげる居場所の役割が欲しい、それが必要、子どもが駆け込める

シェルターが欲しいと痛感しますというのがチャイルドラインの報告です。 

 私は、やっぱりこういうところも拾っていただきたいし、自殺予防のいの

ちの電話に年間251件の10代の子どもたちが電話をかけています。 

 そういったところもぜひきめ細かに実態を拾いながら、やっぱり施策につ

なげていってほしい。どんな実態を拾うかが施策につながるんだというふう

に思っています。 

 そういうふうに思いながら、みえ県民力ビジョン・第二次行動計画（仮

称）、見せていただきましたが、（冊子を示す）子どもの貧困対策計画とい

う文字は一文字もありません。一文字もありません。教育関係には子ども貧

困という文字すらありません。少子化対策の中の子育て支援の中に子どもの

貧困対策の推進という言葉があります。計画という言葉はありません。その

中には、今までやってきた事業が今のところは並んでいるだけなんですね。 

 私は、先ほど子ども・家庭局長のほうが芳野議員の御質問に、ミッション

もパッションもあると、思いはあるとお答えいただいたんですが、（冊子を

示す）この中にはミッションもパッションも感じられませんので、ぜひ今後

つなげていただきたいと思うんですけれども、このままなんでしょうか。い

かがでしょうか。 

○健康福祉部子ども・家庭局長（岡村昌和） みえ県民力ビジョン・第二次行

動計画（仮称）中間案ということでございますので、今後、議員の御意見も

踏まえして、子ども貧困対策計画もこれから、今現在骨子案でございますの

で、そういった中に具体的な取組とかも盛り込んでいくということとしてお

りますので、そういったこととあわせてさらに充実していくような形で取り

組んでいきたいと思います。 

   〔25番 杉本熊野議員登壇〕 

○25番（杉本熊野） どうぞよろしくお願いいたします。期待をしております。 
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 最後に、知事へ要望させていただきたいと思います。 

 子ども貧困対策は子育て支援策ではなく子ども施策だと思うんです。子ど

も施策だと思うんです。子育て支援ではないというふうに私は思っています。 

 子育ても子育て支援も、かつては家族の問題、私ごとの問題でした。それ

が、やっぱり社会の問題、社会全体で支援する必要があると社会化されまし

た。介護もそうです。前は家族の問題でした。家族内の問題でした。私ごと

でした。それが社会全体で支え合う時代になりました。 

 子どもの施策が、子どもの貧困ということになったときに、やっぱり社会

全体で子どもの育ちを支援していかなあかんと、私は子ども貧困対策で子ど

もの問題が社会化したというふうに思っているんです。そうしていかないと、

やっぱり格差社会の拡大の中で子どもたちの育ちが非常に不安定である、不

安である、そのことが日本の将来に大きく影響を与えるという判断だという

ふうに思っております。 

 ですので、子どもの問題が社会問題化している、社会化している、だから、

子ども施策として私はこの中で（冊子を示す）立てていっていただきたいな

と。 

○副議長（中森博文） 申し合わせの時間が経過いたしましたので、速やかに

お願いします。 

○25番（杉本熊野） ありがとうございました。 

 以上、よろしくお願いいたします。終わります。（拍手） 

○副議長（中森博文） 以上で、本日の県政に対する質問を終了いたします。 

 これをもって本日の日程は終了いたしました。 

 

休          会 

○副議長（中森博文） お諮りいたします。明10月１日は委員会の付託議案審

査等のため休会といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（中森博文） 御異議なしと認め、明10月１日は委員会の付託議案審
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査等のため休会とすることに決定いたしました。 

 10月２日は引き続き、定刻より県政に対する質問を行います。 

 

散          会 

○副議長（中森博文） 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時21分散会 


